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　・演題　1）　～　4） 座長：川崎　和巳
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第 47 回 生産地における軽種馬の疾病に関するシンポジウム 

プログラムおよび抄録目次 
 
 
主催：日本中央競馬会（JRA） 
開催日時：令和 元年 7 月 11 日 (木) 10 時 00 分～15 時 00 分 
開催場所：静内エクリプスホテル 2Ｆ エクリプスホール（日高郡新ひだか町静内吉野町 3-1-1） 
 
 
＜開  会＞                                 10：00 
＜開会の辞＞  山中 隆史（JRA 馬事部防疫課） 
＜開会挨拶＞  横田 貞夫（JRA 馬事担当理事） 
 
＜演  題＞ 
● シンポジウム 1     H28-30 年度 生産地疾病等調査研究     10：10～ 

「競走期に影響を及ぼす若馬の発育期整形外科疾患に関する調査（2 期）」 

 
座長：前田 昌也（日高軽種馬農業協同組合） 
  
１）若馬に発生する骨軟骨症 ------------------------------------------------------------------------------------ 2 

○佐藤 文夫（JRA 日高育成牧場） 
２）大腿骨遠位内側顆の軟骨下嚢胞性病変（Subchondral Cystic Lesions）に関する調査 ----- 8 
                                               ○安藤 邦英（軽種馬育成調教センター） 
３）大腿骨遠位内側顆 SCLs に対する螺子挿入術の有用性-------------------------------------------- 14 

○宮越 大輔（NOSAI みなみ） 
４）ウォブラー症候群に関する調査 ------------------------------------------------------------------------- 18 

         ○池田 寛樹（日高軽種馬農業協同組合） 
  
  

休憩（11 時 05 分～11 時 15 分）  
 
 

● シンポジウム 2     H28-30 年度 生産地疾病等調査研究     11：15～ 

「馬感染症のサーベイランスおよび疫学調査」 
 

座長：近藤 高志（JRA 競走馬総合研究所） 
  

１）ウイルス感染症のサーベイランス --------------------------------------------------------------------- 24 
                               ○辻村 行司（JRA 競走馬総合研究所） 
２）細菌感染症のサーベイランス --------------------------------------------------------------------------- 30 

        ○丹羽 秀和（JRA 競走馬総合研究所） 
３）Broad-range PCR 法を用いた子馬敗血症および感染性関節炎起因菌の同定 --------------- 36 

        ○上野 孝範（JRA 競走馬総合研究所） 
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昼食（12 時 00 分～13 時 00 分）  

 
● 一般講演 各 15 分（質疑応答含む）    
 

「遺伝学・臨床」           13：00～ 
 

座長：川崎 和巳（JRA 馬事部獣医課） 
 

１）競馬サークルにおける‘遺伝子ドーピング’の危機とその対応策 ---------------------------- 40 
                                     ○草野 寛一（JRA 栗東 TC） 

２）サラブレッド大腿骨遠位内側顆軟骨下嚢胞様病変の家系別発症傾向に関する調査 ------- 46 
         ○前田 昌也（日高軽種馬農業協同組合） 

３）競走馬における遺伝子検査の現状と将来性について --------------------------------------------- 50 
                                           ○永田 俊一（競走馬理化学研究所） 

  ４）尿管結石症のサラブレッドの一治験例 --------------------------------------------------------------- 57 
                                       ○鈴木 吏（社台ホースクリニック） 

               
 

「感染症・繁殖」           14：00～ 
 
 

座長：山中 隆史（JRA 馬事部防疫課） 
 

１）繁殖牝馬におけるLawsonia intracellularis の抗体の保有と子馬への抗体の移行 --------------------------- 60 
○荒川 雄季（NOSAI みなみ） 

 ２）過去 5 年間の馬の流産の発生状況 --------------------------------------------------------------------- 63 
        ○武智 茉里（北海道日高家畜保健衛生所） 

３）ＪＲＡトレーニング・センターへの馬鼻肺炎生ワクチン導入の効果 ------------------------- 69 
○坂内 天（JRA 競走馬総合研究所） 

 
 
 
＜閉会の辞＞  平賀 敦（JRA 競走馬総合研究所） 
＜閉  会＞                                   15：00 
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若馬に発生する骨軟骨症 

 

佐藤 文夫  

（JRA日高育成牧場 生産育成研究室） 

 

はじめに 

サラブレッドは三百年以上に渡る歴史の中で、より速く走るために進化してきた動物であ

る。体は大きく、頸や肢を長く細く変化させただけではなく、その成長のスピードまでも

早く変化させてきた。そのため健康な子馬の出生体重は 50～60kgであるが、一般に離乳が

行われる 6 ヶ月齢には、約 250～300kg にも達する。1 日あたりの体重増加量は、生後 2 週

齢までは 1.5kg 以上、その後 4 ヶ月齢までは約１㎏ずつ増加していくこととなる。このよ

うな急成長を遂げるサラブレッドの子馬には、骨や腱などに発育バランスが崩れることで

発生する成長期に特有な運動器疾患が多く認められ、その様な疾患を発育期整形外科的疾

患（Developmental Orthopaedic Disease：DOD）と総称している。 

DOD の中で、離断性骨軟骨症（Osteochondritis Dissecans：OCD）や軟骨下骨嚢胞

（Subchondral Bone Cyst：SBC）は、関節内の骨軟骨組織に発生する病変（骨軟骨症）で

ある。成長過程にある若馬の関節内の骨軟骨組織は、まだ幼弱で、物理的な損傷などが発

端となり、脆弱軟骨の生成、軟骨細胞の分化不全、血液供給不全、軟骨下骨壊死などが段

階的に起こることで DOD や SBC が発生すると考えられる。このような病変は、若馬の体中

どの関節にも発症する可能性があり、もし頸椎関節に発生すれば、その病変が脊髄を圧迫

することで神経変性を引き起こし、ウォブラー症候群が発症する要因となる訳である（図 1）。 

 

 

(図 1) 骨病変に関わる DODの発生メカニズム 
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これまでの生産地疾病等調査研究において「未勝利、未出走および未登録に関わる DODの

回顧的調査」を実施し、サラブレッドに認められる多くの発育期整形外科的疾患（DOD）は、

適切に対処することで育成期および競走期に大きな影響を与えないことが示唆された。し

かし、幾つかの DOD については、予後が悪いと考えられ、その中で、「大腿骨内側顆軟骨下

骨嚢胞」および「ウォブラー症候群」については、育成期および競走期に影響を及ぼす可

能性が高い疾患であることが明らかになった。 

本講演では、OCD や SBC の発生要因となる骨軟骨症について解説し、特に「大腿骨内側顆

軟骨下骨嚢胞」および「ウォブラー症候群」に関して、これまで生産地疾病等調査研究の

中で明らかになってきたことを交えて解説することとしたい。 

 

若馬の骨成長 

DOD や SBC の発生について理解する上で、若馬の骨成長について理解する必要がある。四

肢を構成する長管骨の成長は、骨端部と骨幹部の間にある骨端線の軟骨細胞が増殖し骨化

することで長軸方向に長さを増すと同時に、骨端部の関節軟骨の軟骨細胞と骨幹部の骨膜

の骨芽細胞も増殖し骨化することで横軸方向にも大きく太さを増していく（図 2-A）。骨端

線や関節軟骨の軟骨細胞が増殖し、次第に骨小柱を形成していく過程は、「軟骨内骨化」と

呼ばれている（図 2-B）。離乳が行われる 6 ヶ月齢ぐらいまでの時期は、骨端線と関節軟骨

で軟骨内骨化が最も盛んに行われている時期となる。サラブレッドの場合、中手骨（管骨）

遠位の骨端線は、７ヵ月齢ごろ、橈骨および脛骨遠位（腕節および飛節の上部）の骨端線

は 25ヶ月齢ごろに閉鎖しその役割を終える。このことから、四肢の骨の成長は、生後間も

ない幼駒の頃から 2歳になる頃まで続いていることが分かる。 

 

 

（図 2）若馬の骨の成長 

A: 長管骨における骨の成長の模式図、 B: 関節軟骨における軟骨内骨化の様子 

若馬の骨の成長は、骨端線だけでなく軟骨内化骨によって、その大きさを増すこととなる。 
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骨軟骨症 

骨軟骨症とは、成長期の骨において、軟骨層が骨に変わって行く段階である「軟骨内骨化」

の非炎症性、非感染性の障害のことである。成長期の若馬の骨の成長に重要な役割を果た

している骨端軟骨や関節軟骨の軟骨組織は骨組織と比較して非常に柔らかく、外部からの

刺激に非常に弱い。軟骨組織が骨組織へと移行する境目の部位は、軟骨基質の石灰化が起

き、骨基質へと移り変わる部位で、特に外部からの物理的な刺激に弱い部位となる。例え

ば、種子骨先端部や球節、指節関節の関節面など物理的刺激が加わる部位では、骨軟骨症

の発生が頻繁に認められる（図 3、4）。このようにして発生した骨軟骨症の多くは、臨床症

状を示すことは少なく、自然治癒してしまうケースが殆どであるが、その程度により、あ

るいは引き続き刺激が加わり続けることで治癒することが出来ずに OCDや SBCへと進展し、

跛行や重大な運動障害などの臨床症状を呈することとなる（図 4、5）。このような所見の初

期病変は、6ヵ月齢以前、離乳前の幼駒の時期に既に発生が認められており、発生の予防に

は、この時期の飼養管理を改めて見直すことが重要であると考えられる。 

 

 
（図 3）生後 2週齢の種子骨尖端部に発生した骨軟骨症 

Ｘ線検査で認められた骨透亮像（左図矢印）の部位を組織学的に観察すると、軟骨基質と

骨基質の間で離開損傷していることが確認された（右図矢印・破線部）。成長中の軟骨と石

灰化した骨基質との間の軟骨基質の部分は、物理的な刺激に最も弱い部分となる。 

 

 

（図 4）第１指骨遠位関節面に発生した骨軟骨症病変のＳＢＣへの変化 

生後 1ヶ月齢で発生した骨透亮像（左図矢印）は次第に SBCへと発展し跛行を呈した。 
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（図 5）左大腿骨内側顆の関節面に発生した骨軟骨症病変のＳＢＣへの変化 

生後 6ヵ月齢で発生した骨軟骨病変（左図矢印）は、次第に SBCへと発展し跛行を呈した。 

 

頸骨関節突起の OCD 

腰痿など、主に後肢の不全麻痺を呈するウォブラー症候群の発症原因としては、主に第 3-4

頸椎配列の腹側からの変位による脊髄狭窄が良く知られているが、それに加えて、頸椎突

起関節面に発生する骨軟骨症による OCD や肥大・粗造化が脊柱管を狭窄し、脊髄神経を圧

迫変性するために起こることが発症例の X 線検査や剖検、病理組織学的検査により明らか

になってきた（図 6、7）。この頸椎突起の関節面の OCDは、頭部の動きの基部となり物理的

ストレスの掛かり易い第 4-5-6 頸椎間が好発部位となる。育成調教前の１歳馬の頸椎をＸ

線スクリーニング検査すると、腰痿症状は認められないものの、頸椎突起関節の OCD や肥

大・粗造化像などが頻繁に見られることが明らかになった（表１）。さらに、このよう頸椎

X線所見の発生時期についても調査したところ、離乳が行われる 6ヵ月齢までの幼駒に初期

病変が確認されることも明らかになった（表 2、図 8）。 

 

  

（図 6）ウォブラー症候群発症馬に認められる頸椎 X線所見および剖検所見 

X線検査にて頸椎関節面の肥大・粗造が確認された症例では、関節面の OCD が癒合・治癒し

きれずに関節面が肥大化している様子が確認される。 
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（図 7）狭窄部位における脊髄組織の病理診断結果例 

左：運動神経領域（全皮質脊髄路～視蓋脊髄路）において観察された病変。空胞状に観察

される部位に軸索障害が見られる。 

中：脊髄横断像。中央やや下に腫大した軸索、空胞の中に髄鞘を貪食しているマクロファ

ージが散見される。 

右：脊髄縦断像。中央から左にかけて腫大した軸索、中央から右にかけて空胞状病変が認

められ、この部位を境に変化が確認される。 

 

 

（表 1） 1歳馬 246頭における頸椎 X線有所見状況 

 配列の変位 離断骨片 関節面の肥大 

有所見頭数 10 （♂9､♀1） 41 （♂27､♀14） 13 （♂8､♀5） 

有所見発生率 4.2 % 17.1 % 9.1 % 

発生部位 C3-4 C5-6-7 C5-6-7 

 

 

 

（表 2） 頸椎の X線検査により認められた所見の変化 

N0. 性別 発生部位 発生時期

（月齢） 

治癒 

（月齢） 

所見の変化 

1 ♂ C5-6 2ｍ 9ｍ C5-6粗造感残る 

2 ♀ C5-6 2ｍ 6ｍ 治癒 

3 ♂ C5-6OCD 5ｍ 10ｍ C5-6肥大化 

4 ♂ C5-6-7 3ｍ 8ｍ C5-6-7やや粗造 

5 ♂ C5-6OCD 5ｍ 12ｍ C5-6肥大化 

6 ♂ C5-6OCD 6ｍ 15ｍ C5‐6肥大化 
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（図 8） 第 5-6 頸椎間関節突起に認められた骨軟骨症Ｘ線所見の変化 

2ヶ月齢（上段）および 5か月齢（下段）で認められた所見は、OCD所見となり次第に関節

面に癒合したが、肥大化所見として残存した。 

 

 

最後に 

これまで OCDや SBCの発生原因として、軟骨下骨自体の剥離や栄養血管の壊死、軟骨の隙

間からの関節液の浸潤などが考えられてきた。しかし、その本当の原因は、まだ成長過程

にある幼弱な軟骨基質の物理的な刺激による損傷であることが明らかになってきている。

我々の調査においても、多くの所見は生後 6 ヶ月齢未満の子馬の時期に骨軟骨症の初期病

変の発生が認められている。その殆どの所見は自然に治癒し消失するが、いくつかの所見

は OCD や SBC となり跛行を発症させたり、さらに重症化したりすることもあり、競走馬と

してデビューすることを諦めざるを得ないこともあることから経済的損失の大きな疾患と

もいえる。予防には、骨軟骨症の発生を減らす飼養管理の改善が必須であり、発症馬の飼

養管理状況について今後も検証していくことが重要である。 
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大腿骨遠位内側顆の軟骨下嚢胞性病変（Subchondral Cystic Lesions）に関する調査 

 

安藤 邦英（軽種馬育成調教センター 軽種馬診療所） 

 

【はじめに】 

大腿骨遠位内側顆の軟骨下骨嚢胞は、中等度から重度の跛行が主な症状で、関節の腫脹

は認められないことが多い。診断には X 線検査が用いられ、嚢胞の大きさや形状、嚢胞周

囲の骨硬化像、関節腔への連絡が評価される。治療法として、馬房内休養による保存療法、

嚢胞内へのステロイド注入、関節鏡下での嚢胞の掻爬術、嚢胞への螺子挿入術があり、一

定の効果は期待されるが、発症すると長期休養を余儀なくされることから、生産育成に携

わる関係者を悩ませる経済的損失の大きな疾患である。 

本疾患は、病変の大きさ、位置、関節軟骨の損傷の程度により臨床症状や予後は異なる

と考えられるが、従来の X 線検査所見におけるグレーディングでは、尾頭側像を主に評価

しており、周囲を厚い組織に覆われた同部位を鮮明に描出することは困難であった。また、

尾頭側像に尾外-頭内側像、外内側像を加えた 3方向のレポジトリ画像を解析した報告では、

市場成績や後の競走成績に大きな差は認められていない。 

近年、診断精度の高い検査が可能となるデジタルラジオグラフィ（DR）が広く普及され

たことでより正確な診断が可能となる環境が整ってきた。さらに、2015 年度から北海道市

場のレポジトリにおいて、膝関節 X 線画像の任意提出が開始され、国内外の他市場では提

出がない屈曲位外内像による大腿骨遠位内側顆の詳細な観察が可能となった。そこで、屈

曲位外内像を評価に加えて大腿骨遠位内側顆の軟骨下嚢胞性病変（Subchondral Cystic 

Lesions：SCL）のグレーディングを行い、北海道市場のサラブレッド 1 歳セールに提出さ

れた膝関節 X 線画像を解析することで、大腿骨遠位内側顆 SCL 有所見馬の市場成績および

競走成績を明らかにすることを目的とし調査を行った。 

 

【材料と方法】 

2015から 2018年度の北海道市場サラブレッド 1歳セール（セレクションセール、サマー

プレミアムセール、サマーセール、オータムセール）の計 13市場で膝関節 X線画像の提出

があった馬を調査の対象とした。解析に用いたのは、両膝関節の尾頭側像、尾外-頭内側像、

外内側像、屈曲位外内側像の計 8 画像で、大腿骨遠位内側顆における X 線所見を 4 段階に

グレーディングし（図 1、G1：ごくわずかな軟骨下骨の所見、G2：ドーム状の軟骨下骨の窪

み、G3：ドーム状の X 線透過領域を有するシスト、G4：円形または釣鐘状の X 線透過領域

を有するシスト）、SCL の位置を記録し、有所見率、雌雄差、左右差、市場成績（売却率お

よび売却価格）について統計解析を行った。また、競走年齢に達した 2015 および 2016 年

度の有所見馬における競走成績（出走率および初出走時期）を調査し、SCLのグレーディン

グや位置との関連性について検討した。統計解析は、有所見率、雌雄差、左右差、売却率

および出走率については Fisher’s exact test、売却平均価格については t 検定、売却中

央価格および初出走時期についてはカイ 2乗検定を用いた。  
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（図 1）大腿骨遠位内側顆 SCLグレード 

 

【結果】 

上場された延べ 8,705 頭中 6,873 頭（79.0%）で膝関節 X線画像の提出があり、提出率は

年々上昇した（図 2）。 

 

 

（図 2）2015～2018 年度北海道市場の各市場における膝関節 X線画像の提出率の推移（2018

年度のセレクション S はサマープレミアム Sと合算）  
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グレード 1：Small defect  
ごくわずかな軟骨下骨の所見 
 
グレード 2：Large defect 
ドーム状のX線透過領域を有す

る軟骨下骨の窪み 
 
グレード 3：Small cyst  
ドーム状のX線透過領域を有す

るシスト 
 
グレード 4：Large cyst 
 円形または釣鐘状の X 線透過

領域を有するシスト 
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大腿骨遠位内側顆の SCL所見は、997頭（14.5%）で認められ、各グレードの内訳は G1が

461 頭（46.2%）、G2 が 309 頭（31.0%）、G3 が 142 頭（14.2%）、G4 が 85 頭（8.5%）であっ

た（図 3）。 

 

 

（図 3）2015～2018年度北海道市場における大腿骨遠位内側顆 SCLのグレード別有所見率 

 

 

SCL 所見は、雄 3,658 頭中 493 頭（13.5%）、雌 3,215 頭中 504 頭（15.7%）で認められ、

雌で有所見率が有意に高かった。また、左後肢 572 関節（8.3%）、右後肢 777 関節（11.3%）

で SCL所見を認め、右後肢で有意に多かった（表 1）。 

 

（表 1）2015～2018年度北海道市場における大腿骨遠位内側顆 SCLグレード別所見数 

雌雄 左後肢 右後肢 合計 

（頭数）  G１ G2 G3 G4 計 G１ G2 G3 G4 計 

♂（n=3,658） 142 76 41 16 275 185 134 51 17 387 493 a 

♀（n=3,215） 159 79 40 19 297 186 120 46 38 390 504 a 

合計（n=6,873） 301 155 81 35 572 b 371 254 97 55 777 b 997 

※ 同記号間で有意差有り（P<0.05） 

 

 

市場成績において、期間を通して膝関節 X線画像提出馬の売却率は高く推移し、有意差が

認められた（表 2）。SCL所見の有無における売却率は 2017年度から差が認められ、合計で

も有意差が認められたが（表 3）、各グレード間における差はなかった（表 4）。また、売却

金額の平均価格および中央価格について、無所見、有所見、G1～G4 の各グレード間で統計

解析を行ったが、有意差は認められなかった。  

46.2%

31.0%

14.2%

8.5%
G1
G2
G3
G4



11
 

 

（表 2）2015～2018年度北海道市場における膝関節 X線画像の提出状況と売却率 

 
上場頭数 提出あり 

提出率 

（％） 

提出馬 

売却率（％） 

未提出馬 

売却率（％） 

2015年 2,126 936 44.0 69.6 63.8 

2016年 2,165 1,745 80.6 67.6 65.5 

2017年 2,115 1,951 92.3 78.7* 64.6* 

2018年 2,299 2,241 97.5 71.8 69.0 

合計 8,705 6,873 79.0 72.3* 64.4* 

* 各群間で有意差有り（P<0.05） 

 

（表 3）2015～2018年度北海道市場における大腿骨内側顆 SCL有所見率と売却率 

 有所見馬 

（頭数） 

有所見率 

（％） 

有所見馬 

売却率（％） 

無所見馬 

売却率（％） 

2015年 113 12.1 76.1 68.7 

2016年 231 13.2 66.2 67.8 

2017年 271 13.9 73.4* 79.5* 

2018年 382 17.1 66.5* 72.8* 

合計 997 14.5 69.4* 72.8* 

* 各群間で有意差有り（P<0.05） 

 

（表 4）2015～2018年度北海道市場における大腿骨遠位内側顆 SCL所見と市場成績の関係 

総数 

（6,873） 

無所見 

（5,876） 

有所見 

合計（997） G1（461） G2（309） G3（142） G4（85） 

頭数 5,876 997 461 309 142 85 

売却頭数 4,279 692 324 208 105 55 

売却率（%） 72.8* 69.4* 70.3 67.3 73.9 64.7 

平均価格（万円） 576 556 524 610 599 457 

中央価格（万円） 400 400 400 450 400 320 

* 各群間で有意差有り（P<0.05） 
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競走成績は、G1と G4間、G2と G4間で出走率において有意差が認められ、G4所見を有す

る群で出走率が低かったが、初出走時期については差が認められなかった（表 5）。 

 

（表 5）2015 および 2016年度北海道市場における SCL有所見馬と競走成績の関係 

総数 

（319） 

有所見 

G1（140） G2（106） G3（51） G4（22） 

頭数 140 106 51 22 

出走数 134 104 48 18 

出走率（%） 95.7 a 98.1 b 94.1 81.8 a,b 

初出走時期（中央値） 2歳 9月 2歳 10 月 2歳 9月 2歳 10 月 

※ 同記号間で有意差有り（P<0.05） 

 

 

2015 および 2016 年度北海道市場における SCL 有所見馬において、大腿骨遠位内側顆の

SBC が通常認められる部位と異なり、脛骨の顆間隆起寄りに SCLが観察された馬（図 4）は、

G3 が 13 頭、G4 が 4 頭の計 17 頭おり、そのすべてが出走に至った。これらの 17 頭を除外

して出走率について再検討したが、除外しない場合と同様の結果であった（表 6）。 

 

 
（図 4）顆間隆起寄りの大腿骨内側顆に認められた SCL所見 

 

（表 6）2015および 2016年度北海道市場における SCL有所見馬と競走成績の関係（位置に

よる補正後） 

総数 

（302） 

有所見 

G1（140） G2（106） G3（38） G4（18） 

頭数 140 106 38 18 

出走数 134 104 35 14 

出走率（%） 95.7a 98.1b 92.1 77.8a,b 

初出走時期（中央値） 2歳 9月 2歳 10 月 2歳 9月 2歳 10 月 

※ 同記号間で有意差有り（P<0.05） 
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【考察】 

本調査における大腿骨遠位内側顆の SCL有所見率(14.5%)は、本調査と同様にレポジトリ

画像を解析した Cohen ら（2006）の報告の 5.2%、Jackson ら（2009）の報告の 5.6%と比較

して高い値であった。これは、過去の報告は屈曲位外内像以外の 3 方向での評価を行って

いたためであり、屈曲位外内像が大腿骨内側顆の SCL の認識性に優れているからであると

考えられる。大腿骨遠位内側顆の SBC の X 線スクリーニング検査に屈曲位外内像を用いた

妙中ら（2017）の報告でも 9.7%と同様に高い値を示していることから、その他の 3 方向を

加えて総合的に判断することで、より正確な評価が可能になることが明らかになった。 

北海道市場における膝関節 X 線画像の提出率は年々上昇しており、近年では 100%に近い

数字となっている。また、市場成績においては、SCL所見の有無により売却率が低下するこ

とが明らかになった。膝関節 X 線画像の提出が開始された 2015 年度および翌 2016 年度で

は差がなかったことから、本疾患に対する関心が年々高まってきていることが窺われる。 

競走成績において、G4 馬の出走率は有意に低かったことから、運動開始後に問題が起こ

り、競走馬としての予後に影響する可能性が示唆されたものの、初出走時期に差が認めら

れなかったことから、G4 所見を有していても無症状のまま出走へ至った馬が多数いたこと

が推察される。また、荷重がかかる関節面ではなく顆間隆起寄りに G3以上の SCLが位置す

る 17頭ではすべての馬が後に出走に至ったことから、大きなシストを有する馬でも、その

位置によっては良好な予後が期待されることが示唆された。 
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大腿骨遠位内側顆 SCLs に対する螺子挿入術の有用性 
〇宮越大輔 1 樋口徹 1 井上哲 1 佐藤正人 1 加治原彩子 1 安藤邦英 2 佐藤文夫 3 

（1. NOSAI みなみ 家畜高度医療センター 2. BTC 3. JRA 日高育成牧場） 
 
【はじめに】 
ウマの大腿骨内側顆 Subchondral Cystic Lesions（以下 SCLs）は 1－2 歳馬の跛行の主

要な原因の 1 つである。これまでに治療方法として保存療法、ステロイドの嚢胞内投与、関

節鏡下での病巣のデブライドメント、さらにオプションとして海綿骨移植や幹細胞などを

デブライドメント後の陥凹に投与する方法が報告されている（図１）。いずれの治療方法も

一定の成果が報告されているが治療後の予後は良好とは言い切れない。近年、新たな治療方

法として骨嚢胞への螺子挿入術が開発され、高い治癒率が報告された。我々は螺子挿入術の

発表後、同法による SCLs への治療を実施している。 
今回、大腿骨内側顆の SCLs に対する螺子固定術の有用性を検証することを目的とし、大

腿骨内側顆の SCLs に対する螺子挿入術の手術成績について調査し、さらに他の治療方法

の成績との比較、検討を実施した。 
 
【材料と方法】 

2014-2018 年に大腿骨内側顆に骨嚢胞が認められ、螺子挿入術を実施した 25 頭を調査対

象とした。主な螺子挿入術対象馬は骨嚢胞が大きく、ステロイド注入では効果が期待できな

い症例、もしくは関節鏡手術でのデブライドメントでは搔爬する範囲が広く治療が難しい

症例であった。症例馬の月齢は 11-30 ヵ月齢であった。患肢は大腿骨内側顆では両側性 5
例、右 12 例、左 3 例であった。大腿骨内側顆の骨嚢胞に対しては、内側側副靭帯の頭側/尾
側、関節包のわずかに近位から遠位方向に骨嚢胞を貫通するように 4.5mm 皮質骨螺子をラ

グスクリューもしくはポジションスクリューとして挿入した（図２）。 
調査項目は SCLs の情報（片側/両側）、出走有無、初出走時期とした。 
比較対象として日高管内にて 2008 年以降に大腿骨骨嚢胞と診断された 174 頭の情報を

用いた。174 頭については治療方法（保存療法、関節鏡手術、病巣内ステロイド注入）、出

走有無、初出走時期について調査を実施し、得られた結果を螺子固定術実施症例と比較した。 
 
【結果】 
螺子挿入術を実施した 26 例中手術から 6 ヵ月以上が経過、かつ出走年齢に達した症例 12

例中 7 例が出走し 1 例は順調に調教中であった。不出走となった 4 例中 2 例では骨嚢胞に

よる跛行が継続し、1 例では脛骨近位に新たに骨嚢胞が形成され跛行を示し、1 例は他の原

因により不出走となった。このため、螺子挿入術実施症例 12 例での出走率は 58.3%（7/12）
であった（表１）。出走した 7 例の初出走時期は 2 歳 9 月から 4 歳 5 月であり、中央値は 3
歳 4 月であった。ステロイドの嚢胞内投与を実施したが、効果が認められず、螺子挿入術を
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実施した 4 例中 2 例は無事に出走した。大腿骨内側顆における左右ともに螺子挿入術を実

施した症例では 5 例中 3 例が不出走であり、左右いずれかの手術を実施した症例では 6 例

中 1 例のみが不出走であった。 
保存療法を選択した 58 例では出走率 56.9％、初出走時期の中央値は 3 歳 1 月、関節鏡手

術による病巣のデブライドメントを選択した 54 例では出走率 74.5％、初出走時期は 3 歳 2
月、そして、病巣内ステロイド注入を実施した 70 例では出走率 85.7％、初出走時期は 3 歳

4 月であった。 
 
【考察】 

今回の調査の結果からウマの大腿骨内側顆骨嚢胞に対して螺子挿入術を実施した症例で

は約 6 割のウマが競走馬として出走し、螺子挿入術は大腿骨内側顆骨嚢胞に対して有用な

治療方法であった。特に今回の報告した螺子挿入術を選択した症例では骨嚢胞が大きく、他

の治療方法では治癒が困難な症例に対して実施しているため、治療後に約 6 割が出走でき

たことは大きな成果であった。螺子挿入術は、既存の治療方法では治癒が困難であった大型

の骨嚢胞に対して有用な治療オプションとなり、さらに他の治療方法で良化が認められな

かった際の治療オプションとしても有用であった。不出走の 4 頭中 2 頭は手術後も骨嚢胞

による跛行が 3-4 ヵ月継続し、馬主の希望により廃用となった。1 頭は手術を実施した関節

の脛骨近位関節面に骨嚢胞が形成され、跛行がみとめられ不出走となった。1 頭は他の要因

で不出走となった。 
今回の調査結果から、螺子挿入術の成績は保存療法とほぼ同等の出走率を示し、関節鏡で

の掻把術もしくはステロイドの病巣内投与と比較し、低い値を示した。この原因としては、

螺子固定術が骨嚢胞の大きな症例で行われることが多い点、また、他の治療方法で良好な結

果が得られず跛行期間が長期間におよぶ症例に対して螺子挿入術が実施されているためだ

と考えている。 
今後、より良好な手術成績を得るために技術の向上および適応症例の検討を実施してい

きたい。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



16

図１ 

 
図２ 
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表１ 

 

保存59頭 注入68頭 掻爬50頭 螺子12頭 全体
出走（頭）

不出走（頭）
成績不明（頭）
2歳出走（頭）
3歳出走（頭）
出走率（％）

2歳出走率（％）
3歳出走率（％）

初出走時期 3歳2月 3歳3月 3歳4月 3歳4月 3歳3月
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ウォブラー症候群に関する調査 

池田寛樹  

（日高軽種馬農業協同組合） 

 

【はじめに】 

ウォブラー症候群とは、いわゆる「腰フラ」や「腰痿（ようい）」と呼ばれる後肢を主とし

た運動失調あるいは不全麻痺などの臨床症状を呈する病態のことである。原因は、頸椎の亜

脱臼によるアライメントの不整や椎間靭帯の肥大・肥厚（TypeⅠ）、あるいは頚椎突起関節

面の離断骨片・骨棘・肥大（TypeⅡ）による脊柱管の静的あるいは動的な狭小化であり（図

1）、脊髄神経の圧迫変性により求心性（感覚）および遠心性（運動）神経麻痺が歩様に現れ

るとされている。 

サラブレッドのウォブラー症候群の発症率は 1.3～2.0％との報告があり、現在、国内での

サラブレッド生産頭数が約 7,000 頭余りであることから、年間 100 頭近くの発症馬がいる

と推測される。発症時期は生後間もない幼駒から高齢馬まで様々であるが、特に 6～24ヶ月

齢の発症が多く、その発症要因は遺伝的な素因に加えて栄養バランスや物理的損傷などが

考えられる。 

診断方法は、臨床症状と併せて頸椎のレントゲン検査による脊柱管の狭窄を確認すること

であるが、狭窄は上下方向からとは限らず、単純レントゲン検査では狭窄部位を特定するの

が困難な場合もある。発症馬の競走馬としての予後は悪く、病状の進行により安楽死処分さ

れるケースが多い疾患である。一方で、症状が軽度な場合には、温存療法により約 30％の

馬がレースに出走したとの報告もあり、実際に無事に競走馬になる例もしばしば認めるこ

とから、予後判断に苦慮することも多く、更なる客観的な診断法の開発が望まれている。 

そこで今回は、日高地方におけるウォブラー症候群の発生状況、ならびに新たな診断手技

としての、立位での第 1-2 頸椎間穿刺による脊髄造影検査法について報告する。 

 

 

 

 

 

 

 

（図 1）ウォブラー症候群発症馬に認められる頸椎のレントゲン所見 

 

 

 

 

アライメントの不整

関節面の離断骨片 関節突起の腫大
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【ウォブラー症候群の発生状況】 

過去 8年（2011年〜2018年）において、NOSAI みなみ家畜高度医療センターならびに HBA

静内にて、ウォブラー症候群を疑い検査を実施した 449頭を解析した。性別においては、牡

が 364頭（81%）と多く、年齢別では 1歳が 302頭（67%）と多い結果となった。検査時月齢

分布においては、6ヶ月齢と 15 ヶ月齢を中心とした 2峰性の分布を示した（表 1）。生産地

におけるウォブラー症候群の症例頭数は、1 歳馬で最も多く、牝よりも牡に多く認められる

という特徴が認められ、これらは既報の結果と相違なかった。また年毎の検査頭数に関して

は、2016年が 34 頭と少なかったが、概ね年間 50〜70頭で推移していた（表 2）。 

 

 

（表 1）ウォブラー症候群発症馬の月齢別検査頭数 

 

 

（表 2）過去 8年間のウォブラー症候群発症馬の検査頭数推移 
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【立位での第 1-2 頸椎間穿刺による脊髄造影検査法】 

脊髄造影は、ウォブラー症候群における脊髄圧迫部位の特定に有用であるとされている。

従来、馬の脊髄造影は、全身麻酔下での後頭骨‐環椎間の大槽穿刺による方法が実施されて

きたが、神経症状や運動失調を伴う症例では、麻酔覚醒時のリスクが高いこと、検査にかか

る費用が大きいこと、時間がかかるなどの問題があった。一方、立位での検査方法として腰

椎仙椎間穿刺による報告もあるが、穿刺距離が長く手技が難しいことに加え、腰部から実施

するため造影剤が頸部にまで届きにくく安定しないなどの問題点があり、あまり普及して

いないのが現状である。 

近年、立位での第 1-2 頸椎間穿刺による脳脊髄液採取の報告があり、我々はこの方法を応

用した新たな脊髄造影法について検討した。 

鎮静剤は、デトミジン（0.01 mg/kg iv）、ブトルファノール（0.005 mg/kg iv）、アセプロ

マジン（0.01 mg/kg iv）を混合使用し、穿刺時には鼻捻子保定を行った。必要に応じてデ

トミジン（0.005-0.01mg/kg iv）の追加投与を行った。 

リニアプローブによる超音波診断装置のガイド下においてスパイナル針（19Gまたは 20G, 

3.5 inch）を用いてクモ膜下腔への穿刺を行った（図 2）。穿刺部位には 2%リドカインによ

る局所麻酔を実施した。 

脳脊髄液を 0.08ml/kg 以上採取し、同量のイオヘキソール造影剤（イオベリン 300）を投

与した（図 3）。 

造影剤投与前後に C2 を中心とした Cranial view、C4を中心とした Middle view、C6を中

心とした Caudal view のレントゲン撮影を行った（図 4）。また、関節の評価ならびに関節

突起の脊柱管背側への影響の評価を目的として左側ならびに右側からの 45°-55°の打ち

上げ像の追加撮影を行った（図 5）。 

 

 

（図 2）立位での超音波ガイド下による第 1-2間頸椎間穿刺の様子と造影剤 1式 

 

 

（図 3）造影剤投与の様子 
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（図 4）脊髄造影後の左-右水平方向での頸部レントゲン撮影画像 

 

  

（図 5）左-右 45-55°斜位打ち上げによる頸部レントゲン撮影画像 

単純レントゲン画像（左）では、左側関節突起全体（矢頭）と右側関節面（丸印）の観察

が可能となる。造影レントゲン画像（右）では関節突起による背横側からの脊柱管狭窄を

評価（矢印）できる（画像はいずれも健常馬）。 

 

立位において脊髄造影を実施することにより、臨床現場での脊髄の圧迫状態の把握が容易

となり、クモ膜下腔の造影幅を用いた脊柱管狭窄の評価が可能となった（図 6,7）。また、

比較的下部の頚椎に発生が多く認められる関節面の離断性骨片や肥大による Type2 の脊柱

管狭窄は、立位での脊髄造影下において、45-55°斜位打ち上げによる撮像を組み合わせる

ことで、水平像だけでは評価しづらい脊柱管の狭窄状態をより詳細に確認することが可能

となった（図 8）。 

ほとんどの症例で診断可能な造影結果を得られたことから、単純レントゲン検査では判断

しづらい脊柱管の狭窄状態を診断する上で、迅速で正確な診断法の一つとして、立位での第

1-2 頸椎間穿刺による脊髄造影検査法は非常に有用であると考えられた。さらに、Type2に

関しては、斜位打ち上げによる撮像を組み合わせることで、より正確な病態把握ができると

考えられた。一方、立位での脊髄造影は、手技に熟練を要するとともに、造影剤の硬膜外へ

の漏出やクモ膜下腔への出血が認められることもあり、数例で造影中の転倒や発汗、さらに

は起立不能などの重篤な副作用も認められたため、臨床応用に向けては、今後の更なる手技

の確立と安全性に関する検討も必要だと考えられた。 
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（図 6）脊髄造影前後の頸部レントゲン画像 

造影により第 3-4 頸椎のアライメントの不整による腹側方向からの脊柱管狭窄が鮮明に判

定できる。 

 

（図 7）脊髄造影後の頸部レントゲン画像 

第 5-6頸椎間における関節突起腫大による背側方向からの脊柱管狭窄が鮮明に判定できる。 

 

  

（図 8）同一症例における脊髄造影後の左-右水平像（右）と 右-左 45°斜位取り上げ像 

水平像では背側方向からの脊柱管狭窄が不明瞭であったが、取り上げ像によって第 5-6 頸

椎間における腫大した右側関節突起による右背側方向からの脊柱管狭窄が明瞭となった。 

 

 

C5 C4 
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第 47 回生産地における軽種馬の疾病に関するシンポジウム 
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「馬感染症のサーベイランスおよび疫学調査」 
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ウイルス感染症のサーベイランス 

〇辻村行司 1、坂内 天 1、根本 学 1、太田 稔 1、山中隆史 2 

（1 JRA総研、2 JRA 馬事部防疫課） 

 

1．馬ウイルス性動脈炎のサーベイランス 

 

本症は馬動脈炎ウイルスが原因の流産と呼吸器症状を主徴とする海外ウイルス感染症で、

米国や欧州では散発的に発生が認められている。わが国は世界的にもまれな清浄国であり、

一旦国内に侵入すると大きな被害が予測されることから、継続したサーベイランスが必要

である。そこで、本症の監視対象として重要な種牡馬および繁殖牝馬について血清抗体検

査を実施した。 

 

材料と方法 

3 年間で、新種牡馬 78 頭（平成 28 年：40 頭、平成 29 年：30 頭、平成 30 年：8 頭）、ワ

クチン接種歴のある新種牡馬と交配した牝馬から抽出した 25 頭（平成 28 年：10 頭、平成

29年：10頭、平成 30年：5頭）および原因不明の流産馬 133頭（平成 28年：36頭、平成

29 年：49 頭、平成 30 年：48 頭）を検査した。全血清を対象に ELISA によるスクリーニン

グ検査を実施し、ELISA で陽性を示した血清のうちワクチン接種馬の血清を除いて中和試験

による確認検査を行った。 

 

成績 

ワクチン接種歴のある 4頭中 3頭が抗体陽性を示した（表 1）。一方、ワクチン未接種の検

査馬 232 頭は全て陰性であった。以上の成績から、検査を行った範囲において、馬ウイル

ス性動脈炎が国内に侵入した形跡は認められず、わが国は依然として、馬ウイルス性動脈

炎清浄国であると考えられた。 

 

 

表 1．馬ウイルス性動脈炎抗体検査成績 

 
ワクチン接種歴 

血清抗体の測定結果 

 検査頭数 陽性頭数 陽性率（%） 

新種牡馬 
有 4 3 75 

無 74 0 0 

交配牝馬 無 25 0 0 

流産馬 無 133 0 0 
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2．ウマロタウイルス病のサーベイランス 

 

本病は当歳馬の下痢を主徴とし、生産地では G3 型と G14 型の 2 種類の血清型のウマロタ

ウイルスが流行している。したがって、的確な診断・予防のためには、継続的なサーベイ

ランスによる流行株の把握と新たな血清型のウイルスの侵入監視が必要である。そこで、

ウマロタウイルス病が疑われた当歳馬のウイルス学的検査を実施した。 

 

材料と方法 

平成 28年から 30年に下痢を発症した当歳馬の直腸スワブ 315検体について、イムノクロ

マト法によってロタウイルス抗原の検出を行った（NOSAIみなみ日高支所家畜高度医療セン

ターで実施）。イムノクロマト法陽性であった検体からウイルス核酸を抽出し、G 遺伝子領

域を PCR 増幅した。ダイレクト・シーケンス法を用いて得られた PCR 産物の塩基配列を決

定し、遺伝子配列情報をもとに血清型別を行った。 

 

成績 

315 検体中 173 検体がイムノクロマト法で陽性であった。そのうち PCR 法で遺伝子増幅が

確認された 172 検体についてシーケンス解析を実施したところ、G3 型 69 検体、G14 型 102

検体および両陽性 1検体と型別され、他の G血清型は検出されなかった（表 2）。平成 28年

の調査では陽性検体の 87.0%（54検体中 47検体）を G3型単独陽性が占めたが、29年（74.6%、

67検体中 50 検体）および 30年（88.2%、51検体中 45検体）は G14型単独陽性が優勢であ

った。これまでのサーベイランスにおいても流行する G 血清型が定期的に入れ替わる現象

が観察されており、またアルゼンチンにおいても同様の現象が報告されているが、その明

確な理由は明らかとなっていない。本サーベイランスにおいて、引き続き G3 型および G14

型が流行し、それ以外の血清型の流行がないことが明らかとなった。 

 

 

表 2. 各年の検体数およびイムノクロマト法と G血清型別成績 

年度  平成 28年 平成 29年 平成 30年 合計 

検体数  102 107 106 315 

イムノクロマト法陽性数 54 68 51 173 

血清型： G3 47 16 6 69 

 G14 7 50 45 102 

 G3・G14 0 1 0 1 
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3．ウマヘルペスウイルス 1型感染症のサーベイランス 

 

近年欧米では、ウマヘルペスウイルス 1 型（EHV-1）感染による脊髄脳症（Equine 

herpesvirus myeloencephalopathy：EHM）の発生が増加傾向にある。本症からの分離株の

大半は、DNA ポリメラーゼ遺伝子（ORF30）に 1 塩基置換（神経病原性遺伝子マーカー）を

持つ変異株である。これまでのところ、日本国内での変異株の分離はまれであるが、同株

が生産地に広く伝播した場合、大きな被害を生じる可能性が考えられる。また、EHV-1 は

68番遺伝子（ORF68）の多型により 6グループに分類され、同分類とウイルスの地理的分布

が関係していることが示されている。グループ 3 はヨーロッパ、グループ 5 は北米で主に

分離されるが、グループ 1の海外での分離率は 10%以下と報告されている。そこで、生産地

における EHV-1の疫学状況を明らかにするために、EHM発症馬および流産胎子等から分離さ

れた EHV-1 について、神経病原性遺伝子マーカーの有無の検索と ORF68 の多型を指標とし

たグループ分けを実施した。 

 

材料と方法 

平成 27 年 11 月から平成 30 年 5 月にかけて、日高家畜保健衛生所において馬鼻肺炎と診

断された 54 牧場由来の流産胎子 102検体を検査した。これらの肺、胸腺あるいは肝臓乳剤

からウイルス核酸を抽出し、ORF30の解析はダイレクト・シーケンス法あるいはリアルタイ

ム PCR法、ORF68 の解析はダイレクト・シーケンス法で行った。 

 

成績 

各年度の成績を表 3～5に示した。今回の調査では神経病原性変異株は分離されなかった。

グループ分けについては、平成 28年度の Gおよび J牧場を除いて、同一牧場での複数頭の

流産は、いずれも同一グループの EHV-1 によるものであったことから、発生牧場数で成績

を集計した。グループ 1、2、3、5および 6の分離が認められ、これらのうちグループ 5が

69.6%を占めた（表 6）。 

 

考察 

前々回（平成 22～24 年度）と前回（平成 25～27年度）の調査でそれぞれ 1株確認された

神経病原性変異株は今回の調査では分離されず、依然として同株は日高地方で広がってい

ないと考えられた。一方、グループ 5 株の分布拡大は、さらに進行している可能性が示さ

れた（平成 22～24年度：55.8%、平成 25～27年度：55.1%）。北米から侵入したと推測され

る同株は、平成 15年に初めて確認されてから短期間で、それまでの優勢株であったグルー

プ 1 と入れ替わった。このような海外からの新たな株の侵入は今後も起こりうると推測さ

れることから、引き続き生産地における EHV-1の疫学状況の監視が必要と考えられる。 
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表 3．平成 28年度日高管内における馬鼻肺炎流産・生後直死発生状況 

 

  

ORF301) ORF682)

A 新ひだか 1 11/5 170 10/22 N 5

B 新ひだか 2 12/16 230 11/17 N 5 T/C626

33 2/13 271 N 5
43 3/1 289 N 5
48 3/17 313 N 5

C 新ひだか 3 12/16 302 11/17, 12/10 N 5 A/G326

5 1/6 322 11/17, 12/10 N 5
D むかわ 4 11/20 188 10/16 N 6
E 新ひだか 6 1/11 320 11月, 12月 N 5

9 1/19 284 11月, 12月, 1月 N 5
F 浦河 7 1/17 289 10/7, 10/30, 12/5, 1/13 N 5

16 1/29 322 10/7, 10/30, 12/5, 1/13 N 5
17 2/1 319 10/7, 10/30, 12/5, 1/13 N 5
23 2/4 314 10/7, 10/30, 12/5, 1/13 N 5
25 2/6 302 10/7, 10/30, 12/5, 1/13 N 5
28 2/9 280 10/7, 10/30, 12/5, 1/13 N 5
34 2/12 279 10/7, 10/30, 12/5, 1/13 N 5
36 2/13 271 10/7, 10/30, 12/5, 1/13 N 5
39 2/17 258 10/7, 10/30, 12/5, 1/13 N 5
40 2/16 361 10/7, 10/30, 12/5, 1/13 N 5
51 4/11 320 10/7, 10/30, 12/5, 1/13 N 5

G 日高 8 1/18 312 11月, 12月, 1月 N 5
10 1/21 315 11月, 12月, 1月 N 5
13 1/26 311 10月, 11月, 12月 N 5
14 1/26 330 10月, 11月, 12月 N 5
18 2/1 324 10月, 11月, 12月 N 5
19 2/1 322 10月, 11月, 12月 N 5
21 2/4 325 10月, 11月, 12月 N 3
24 2/5 322 10月, 11月, 12月 N 5
27 2/9 327 10月, 11月, 12月 N 5
31 2/11 340 10月, 11月, 12月 N 5
32 2/10 300 10月, 11月, 12月 N 5
35 2/13 325 10月, 11月, 12月 N 5
37 2/14 338 10月, 11月, 12月 N 5

H 新ひだか 11 1/21 251 11/8, 12/10 N 5 T/C626

I 新冠 12 1/25 289 11月中旬 N 5
J 新冠 15 1/27 299 10/21, 11/23, 12/29 N 3

22 2/3 322 11/23, 12/29, 1/30 N 5
26 2/8 283 11/23, 12/29, 1/30 N 3
29 2/11 274 11/23, 12/29, 1/30 N 3

K 新ひだか 20 2/1 309 N 1
49 3/19 314 2月, 3月 N 1

L 浦河 30 2/11 286 12/12, 1/13 N 5 T/C626, C/T856

M 日高 38 2/16 272 10/15, 12/1, 1/15 N 1

N 新ひだか 41 2/19 253 10月後半, 12月, 2月 N 5 T/C626

O 日高 42 2/24 300 10月, 11月, 12月, 1月, 2月 N 5 T/C626

44 3/1 272 10月, 11月, 12月, 1月, 2月 N 5 T/C626

45 3/1 304 10月, 11月, 12月, 1月, 2月 N 5 T/C626

47 3/6 309 10月, 11月, 12月, 1月, 2月 N 5 T/C626

P 日高 46 3/4 283 1月, 2月 N 5 T/C626

Q 新ひだか 50 3/19 294 N 2

R 浦河 52 4/12 330 11/7, 12/7, 1/7 N 5 T/C626

S 新ひだか 53 5/25 363 1/23, 2/23, 3/20 N 5 T/C626

1) ORF30：神経病原性遺伝子マーカー（D：神経病原性変異株、N：標準株）

2) ORF68：グループ分けマーカー（グループ1～6）

3) グループ分けの指標となる多型以外でORF68に認められた遺伝子変異（T/C626：626番塩基がTからCに変異）

遺伝子マーカー
備考3)牧場 地区 検体番号

発生
月日

胎齢
（日齢）

ワクチン接種状況
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表 4．平成 29年度日高管内における馬鼻肺炎流産・生後直死発生状況 

 

  

ORF30 ORF68

A 新冠 1 11/20 195 N 3

B 浦河 2 12/19 216 12/11 N 5 T/C626

C 日高 3 12/20 217 N 5 T/C626

13 1/26 255 12/28 N 5 T/C626

D 浦河 4 12/26 237 11/24, 12/24 N 5 T/C626

E 新ひだか 5 12/30 210 N 5 T/C626

F 新ひだか 6 1/2 282 N 5 T/C626

10 1/24 269 1/4 N 5 T/C626

11 1/24 284 1/4 N 5 T/C626

G 新ひだか 7 1/8 306 10/31, 11/30, 12/31 N 5

H 新冠 8 1/8 299 10月末, 11月末, 12月末 N 5 T/C626

9 1/14 261 10月末, 11月末, 12月末 N 5 T/C626

I 浦河 12 1/26 255 1回接種（月日不明） N 5 T/C626

17 4/17 306 12/30, 1/26 N 5 T/C626

J 平取 14 2/7 327 10/28, 11/30, 1/10 N 1
15 2/13 296 10/28, 11/30, 1/10, 2/9 N 1

K 日高 16 3/27 276 2回接種（月日不明） N 5 T/C626

L 新冠 18 4/17 330 10/15, 11/15, 1/28 N 5 T/C626

19 4/18 326 10/15, 11/15, 1/28 N 5 T/C626

20 4/18 294 10/15, 11/15, 1/28 N 5 T/C626

21 4/20 292 10/15, 11/15, 1/28 N 5 T/C626

M 浦河 22 4/26 323 1月, 2月 N 3
25 4/28 332 1月, 2月 N 3
26 5/19 323 1月, 2月 N 3

N 浦河 23 4/26 295 N 3
O 新ひだか 24 4/27 334 1月, 2月 N 5

遺伝子マーカー
備考牧場 地区

検体
番号

発生
月日

胎齢
（日齢）

ワクチン接種状況



29

 

表 5．平成 30年度日高管内における馬鼻肺炎流産・生後直死発生状況 

 

 

 

表 6．ORF68を指標としたグループ分け成績（牧場毎に集計※）   

 1 2 3 4 5 6 合計 

平成 28年度 2 1 2 0 15 1 21 

平成 29年度 1 0 3 0 11 0 15 

平成 30年度 5 0 2 0 13 0 20 

合計 8 1 7 0 39 1 56 

※平成 28年度の Gおよび J牧場はグループ 3と 5いずれにも計上した。 

 

種類 接種日 ORF30 ORF68

A 新ひだか 1 10/2 225 N 5 T/C626

B 平取 2 11/21 218 生 10/20 N 5

C 新ひだか 3 11/22 183 不活化 11/14 N 1

D 新冠 4 12/4 262 生 10/18,11/19 N 5

E 日高 5 1/1 234 N 1

F 新冠 6 1/18 335 生 10月末,11月末 N 5 T/C626

G 浦河 7 1/17 232 N 5 T/C626

10 1/28 295 生 1/19 N 5 T/C626

H 日高 8 1/23 326 N 5 T/C626

I 浦河 11 1/30 268 生 10/7,11/25,1/10 N 5 T/C626

J 日高 12 2/10 248 N 5 T/C626

18 3/30 318 生 2/10 N 5 T/C626

K 新冠 13 2/12 316 生 10/20,12/5 N 5 T/C626

L 新冠 14 2/21 329 不活化 11月,12月,1月末 N 3

M 新ひだか 15 3/16 337 不活化 11月,12月 N 1

N 浦河 16 3/18 335 生 10/23,1/14 N 5

O 新ひだか 17 3/28 288 N 5

P 新ひだか 19 4/3 313 不活化 11/28,12/30,2/27 N 5 T/C626

Q 日高 24 4/4 306 生 10月,12月 N 5

R 浦河 20 4/21 336 N 1

22 5/7 348 N 1

S 日高 21 4/26 313 生 11月,12月 N 1

T 新ひだか 23 5/22 342 不活化 3/3,不明 N 3

遺伝子マーカー
備考

ワクチン接種状況
牧場 地区

検体
番号

発生
月日

胎齢
（日齢）
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細菌感染症のサーベイランス 
 

〇丹羽 秀和１、木下 優太１、内田 英里１、上野 孝範１、越智 章仁１、片山 芳也２ 

（１ JRA総研、２ JRA栗東トレーニングセンター） 

 
1．腺疫のサーベイランス 
 
本病は腺疫菌の感染によって引き起こされ、頭部のリンパ節の化膿を主徴とする。国内は

一時清浄状態にあったが、1992 年に再侵入して以降は北海道の重種を中心にまん延してお

り、2000年には軽種馬生産地への侵入も確認されている。これまでの調査から、2001年以

降は本病の日高管内の軽種馬群への侵入のないことが確認されているが、継続したサーベ

イランスが必要と考えられる。そこで、本病の特徴である頭部リンパ節の腫脹が認められ

た馬を対象とした病原ならびに血清学的検査を実施する。 

 

材料と方法 

腺疫を疑う症状が認められた馬および同居馬（腺疫防あつ指針に基づく検査対象馬）の鼻

腔スワブおよび 2点血清を採材し、病原検索（菌分離、PCR法）および抗体検査（腺疫特異

的 ELISA法）を実施する。 

 

結果 

平成 28〜30 年は、腺疫が疑われる馬は認められなかった。 
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2. ローソニア感染症の疫学調査 

 

ローソニア感染症は、平成 25～27年（平成 24 年 10 月～27年 3 月）の調査によって日高

管内の広範囲にわたって浸潤していることが明らかとなった。そこで、本調査では、ロー

ソニア感染症が疑われる馬およびその同居子馬について Lawsonia intracellularis (Li)

の病原および抗体調査を実施する。また、本症は Liの牧場内への侵入により発生が起こる

と考えられることから、新たに野生動物としてエゾシカや牧場内のネズミなどにおける保

菌状況を調査する。 

 

材料と方法 

1）発症馬および同居馬の調査 

平成 27 年 4月～30 年 4月にローソニア感染症が疑われた馬（発症馬）およびその同居

馬の血清と糞便を採取し、病原学的検査（リアルタイム PCR）と抗体検査を行った。Li特

異抗体または特異遺伝子が検出された個体を感染馬とした。 

2）死亡例の解析 

ローソニア感染症が疑われた死亡馬の各種検体を採材し、病原学的解析および病理組織

学的解析を実施した。 

3）野生ネズミの回腸における Li の保菌状況の調査 

ローソニア感染症発生牧場において捕獲された野生ネズミの回腸について病原学的検

査（リアルタイム PCR）を実施した。 

4) その他野生動物における Li保菌状況の調査 

日高管内で収集されたアライグマおよびタヌキの消化管の各部位および直腸便、エゾシ

カの空腸および回腸粘膜、牧場内で採取した馬以外の動物の糞便について病原学的検査

（リアルタイム PCR）を実施した。 

5）検出された Liの遺伝子型別 

Multiple-locus variable-number of tandem repeat analysis (MLVA)による遺伝子型別

を実施した。 

 
結果 
１）発症馬および同居馬の調査結果 

a）発症馬の概要（表 1） 

 疑い馬が認められた牧場およびその頭数は、延べ 131 牧場 182 頭であり、その内、ロ

ーソニア感染症と診断された個体は、103 牧場 151 頭であった。これらの牧場で過去に

ローソニア感染症の発生が確認された牧場はわずか 7 牧場であり、ほとんどが新規の発

生牧場であった。地区別では新冠町での発生が最も多く（33 牧場）、浦河町（30 牧場）、

新ひだか町（22牧場）、日高町（16牧場）、様似町（1 牧場）、えりも町（1牧場）での発

生も確認された。感染馬の平均血清総蛋白質量（TP）は、3.6 g/dlであり、ほとんどの

馬が低蛋白血症（<5.0g/dl）を示した。一方、本病を疑い検査を実施したが、特異遺伝

子および特異抗体のいずれも認められなかった（感染していないと考えられる）個体で

は TPの低下が認められないものが多かった。 
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b）同居馬における浸潤状況の調査 

37 牧場において同居馬の調査を行ったところ、13.4％（32/238）の糞便中から Li 特異

遺伝子が、54.0%(129/239)の血清中から特異抗体が検出された。ローソニア感染症発生牧

場では同居馬の多くが不顕性感染を受けており、その一部は糞便中に排菌していたこと

から、新たな感染源となる危険性が示された。また、同居馬の一部は低蛋白血症を起こ

している個体も含まれており、臨床症状に異常は認められなくとも、病態が進行してい

た可能性が考えられた。 

 

２）死亡馬の解析（表 2） 

 病理解剖によって消化管粘膜上皮に多数の Liが検出された 8頭の症例について概要を

示す。死亡馬の多くに小腸や大腸粘膜上皮の大部分の脱落または壊死が認められた。一

方、わずかに残存していた小腸粘膜上皮は腺腫様に増殖し、粘膜上皮細胞内に多数の Li
の存在が認められた。本病の特徴は小腸粘膜上皮の過形成であるが、死亡例では粘膜上

皮の壊死や脱落が主体であったことは、病態の進行によって上皮の過形成から壊死へ進

むことが死亡と関連する要因であると考えられた。一方、腸間膜リンパ節や回腸粘膜の

みに少数のLiが検出された個体やサルモネラとの混合感染を起こしていた症例では本病

と死亡原因との直接的な関連性は不明であった。豚のローソニア感染症では、不顕性感

染であっても増体量に影響することが知られている。Li の感染が直接的な死因とならな

くとも他の疾病の増悪因子となっている可能性が考えられた。 
 

表 2.病理解剖実施馬の概要 

 

 

表 1.ローソニア感染症疑い馬の概要 

項目 H27-28 H28-29 H29-30 合計 

牧場数 38 33 60 131 

頭数（延べ） 48 44 90 182 

rPCR陽性数 21/48(43.8％) 26/41(63.4％) 48/85(56.5％) 95/174(54.6%) 

抗体陽性 40/48(83.3%) 37/40(92.5%) 62/79(78.5%) 139/167(83.2%) 

感染馬 39 40 73 152 

症例 月齢 発症月 主な症状 TP値(g/dl) Li検出部位 

1 5 8月 疝痛，小腸の肥厚（超音波） 不明 空腸粘膜および内容，直腸内容 

2 6 9月 元気消失，発熱，下痢 2.6 空腸粘膜（近位）～直腸粘膜，

腸間膜リンパ節 

3 5 9月 下痢，発熱 不明 回腸粘膜および内容 

4 16 10月 発熱，下痢，重度の低 TP血症 2.2 回盲口粘膜，腸間膜リンパ節

（検出された Liは少数） 

5 5 10月 水様性下痢，重度の低 TP血症 1.8 空腸粘膜（遠位）～直腸粘膜，

腸間膜リンパ節 

6 8 1月 発熱，食欲低下，疝痛，低 TP

血症 

2.1 空腸粘膜〜回腸粘膜 

7 4 10月 発熱，  不明 空腸粘膜〜直腸粘膜 

8 7 11月 発熱，疝痛，低 TP血症 4.6 空腸粘膜〜直腸粘膜 
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表 2の続き 

症例 腸管の所見 備考 

1 盲腸に約 5ｃｍの裂開が存在。 腹膜炎（腸穿孔） 

2 空腸および回腸が暗赤色を呈す。 サルモネラとの混合感染 

3 腸管全体が暗赤色化，回腸の遠位が肥厚 ， 

盲腸や結腸は粘膜面に出血。粘膜上皮は広範囲

で脱落。 

サルモネラとの混合感染 

4 小腸〜結腸にかけて水腫性の肥厚。 肺，肝，腎に小化膿巣が散在 

5 回腸壁の肥厚（死後変化が著しい）。 胸部挫傷による胸腔内への大量出血 

（Liの菌数は多数） 

6 小腸全体の肥厚、大腸粘膜の壊死。 

小腸粘膜上皮は脱落し、陰窩は腺腫様の増生。 

全腸間膜動脈の寄生性動脈瘤，葉状条虫の多数

寄生 

7 小腸の肥厚および赤色化が著しい。絨毛構造は

不明瞭化し、表層の粘膜上皮は広範囲で脱落。

腸陰窩の粘膜上皮が増生（図 1）。 

胃および十二指腸では回虫が確認 

8 小腸の肥厚。絨毛構造は不明瞭化。腸陰窩の粘

膜上皮が増生。粘膜固有層に多数の炎症細胞。

上皮細胞およびマクロファージ内に多数の Li

を確認（図 2）。 

全腸間膜動脈の寄生性動脈瘤 

 

   

                 図 1                                    図 2 
 
3）野生動物における Li の保菌状況（表 3） 
 牧場内で捕獲されたネズミ 2 匹の回腸、日高管内で捕獲されたアライグマ 1 頭の回腸、

日高管内で捕獲されたタヌキ 2 頭の空腸または回腸からそれぞれ Li 特異遺伝子が検出さ

れた。日高管内で捕獲されたエゾジカの空・回腸粘膜、牧場内のネズミ、キツネ、ネコの

糞便からは Li 特異遺伝子は検出されなかった。 

表 3.野生動物における Li の保菌状況 

  動物種 頭数 材料 述べ検査数 陽性検体数 

エゾシカ 61 空腸および回腸粘膜 122 0 

 

(7牧場） 牧場内の糞便 30 0 

ネズミ 36 回腸（一部空腸も含む） 40 2 

 

(1牧場） 牧場内の糞便 1 0 

アライグマ 20 消化管各部位（5箇所） 100 1 

タヌキ 5 消化管各部位（4箇所） 20 2 

キツネ (1 牧場） 牧場内の糞便 1 0 

ネコ 3牧場 牧場内の糞便 4 0 

合計     318 5 
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４）検出された Li の遺伝子型別 
 平成 25〜29 年に馬から検出された Li 91 検体、国内の豚から検出された Li７検体、豚ワ

クチン株、発生牧場で捕獲されたネズミから検出された Li 2 検体、日高管内で捕獲された

アライグマから検出された Li 1 検体、網走管内のウサギから検出された Li5 検体を用いて

MLVA（反復配列多型解析法）による遺伝子型別を実施し、既報の海外の豚由来 Li 106 検

体、馬由来 Li 20 検体、その他の動物由来 Li 7 検体、豚参照株 2 株の遺伝子型と比較した。

国内の馬由来 Li の遺伝子型は、国内外を問わず豚で認められる Li の遺伝子型と異なって

いたが、海外の馬や野生動物から検出される Li と区別が困難な型と国内の馬のみでクラ

スターを形成する型が認められた（図 3）。国内の馬由来 Li の遺伝子型について地区別に

みると日高町と浦河町、新冠町と新ひだか町で検出された検体が比較的近い集団を形成し

ていたが、それぞれの集団から離れ、他の集団と近縁な Li も認められた（図 4）。また、

赤で囲まれたクラスターは、いずれも新冠（図 4）で同一年度（図 5）に検出された Li で
あり、複数の牧場の馬が含まれていた。このことから、このクラスターに含まれる Li は

牧場内だけでなく、局地的に小規模な流行を起こしていた可能性が考えられた。 
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Broad-range PCR法を用いた子馬敗血症および感染性関節炎起因菌の同定 

 

〇上野 孝範１、越智 章仁１、丹羽 秀和１、木下 優太１、内田 英里１、片山 芳也２ 

（１ JRA総研、２ JRA栗東トレーニングセンター） 

 

 生後直後の子馬に見られる敗血症ならびにこれに起因すると推測される関節炎は、現在も

生産地において問題となっている疾患である。標準的な診断手法は血液・関節液の培養であ

るが、血液の場合、正確な診断を行うためには１頭あたり時間を変えて複数検体を採取せね

ばならず、培養結果が得られるまでに数日を要す。速やかな診断・治療ならびに適切な抗菌

薬の選択を可能にするため、臨床医学的に敗血症および感染性関節炎が疑われる子馬の血液

および関節液を用い、broad-range PCR法（16S rRNA領域の増幅）による細菌遺伝子の検出

ならびに同定を実施し、補助診断法としての有用性について検討を行った。また、敗血症を

伴うと推測される細菌感染症により死亡した子馬の組織標本を用い、病理サンプルからの起

因細菌遺伝子の検出ならびに同定を試みた。 

 

材料と方法 

1) 敗血症罹患子馬における血液および関節液中細菌遺伝子の検出ならびに同定 

NOSAI日高家畜診療センターを受診し、敗血症あるいは感染性関節炎が疑われた当歳馬３

９症例の血液および関節液を用いて以下の調査を行った。 

①  細菌分離培養法と細菌遺伝子検出法の比較 

２３例について、血液（２１例）および関節液（２２例）を血液培養ボトルに採取

し培養を行った。増菌が認められた場合は分離培養を行い、質量分析法（MALDI-TOF 

MS）もしくは broad-range PCR法（16S rRNA V7-V9領域の増幅ならびにシークエンス

解析）により菌種を同定した。また、同一症例の血液および関節液から抽出した DNA

を用いて broad-range PCR法による細菌遺伝子の検出・同定も実施し、分離培養法と

比較した。 

② 増菌が認められなかった培養ボトルからの細菌遺伝子検出 

調査過程において培養ボトル内容のグラム染色で細菌が確認されるものの、分離培

養（平板および液体培養）で増菌しない検体を数例経験した。このことから、培養結

果が陰性であった培養ボトル中の細菌遺伝子の存在を確認するため、検査後の培養液

から DNAを抽出し broad-range PCR法を実施した。 

2) 敗血症を伴うと推測される細菌感染症により死亡した子馬における組織中細菌遺伝子の

検出ならびに同定 

敗血症を伴うと推測される細菌感染症（臍帯炎など）により死亡し,日高家畜保健衛生所

において病理解剖ならびに微生物学的検査が実施された子馬１１例の肝臓、脾臓および腎臓
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から病理組織標本を作製し、同標本から抽出した DNAを用いた broad-range PCR法による細

菌遺伝子の検索ならびに同定を実施した。 

 

成績 

１）敗血症罹患子馬における血液および関節液中細菌遺伝子の検出ならびに同定 

①細菌分離培養法と細菌遺伝子検出法の比較 

血液２１例のうち培養法で２例、broad-range PCR法で１例から、関節液２２例のう

ち培養法で５例、broad-range PCR法で５検体から細菌が検出・同定された（表１、２）。

このうち、培養で細菌増殖が見られなかったものの PCR 法で細菌遺伝子の増幅を認め

たものは２例（関節液 ２例)あった。一方、培養で細菌が分離されたものの、PCR法で

細菌遺伝子の増幅が認められなかったものも３例あり（血液１例、関節液２例）、設定

した検査条件では細菌培養法に対する broad-range PCR 法の優位性を確認できなかっ

た。細菌遺伝子の検出率が低かった要因として、PCRテンプレートに含まれる馬由来の

DNA（炎症細胞等）や PCR阻害物質の影響が疑われた。 

② 増菌が認められなかった培養ボトルからの細菌遺伝子抽出 

血液を培養した３１例では７例において細菌遺伝子と推測される遺伝子増幅が確認

された。しかし、検出されたシークエンス波形はいずれも重複し、個々の塩基配列の区

別が困難であったため、遺伝学的同定には至らなかった（図１）。また、関節液を培養

した２７例のうち１１例において細菌遺伝子の増幅を認め、このうち１０例で菌種・属

が同定された（図２）。本手法により多数の細菌が同定されたが（表３、４）、関節液で

は Streptococcus属（７例）と Actinobacillus equuli（６例）が大半を占め、特に後

者は生後１８日目までの子馬からのみ検出された。 

２）敗血症を伴うと推測される細菌感染症により死亡した子馬における組織中細菌遺伝子の

検出ならびに同定 

肝臓、脾臓、腎臓のホルマリン固定・パラフィン包埋を作製し、細菌遺伝子の検索ならび

に同定を実施したが、いずれのサンプルにおいても細菌遺伝子の増幅は認められなかった。 

 

考察 

本調査の結果から、敗血症および感染性関節炎罹患子馬の微生物学的検査における血液

培養ボトルの使用は、細菌分離だけでなく培養液中の細菌遺伝子の検出にも有効であるこ

とが明らかとなった。また、同一サンプルで培養検査ならびに遺伝学的検査を一括して実

施できることから、血液・関節液採取量の削減（患畜の負担軽減）に資するものであると考

えられた。 

組織標本を用いて細菌遺伝子の検索を行った症例の大半は、顕微鏡観察下において組織

中に菌体が確認されていたことから、PCR による細菌遺伝子の増幅に標本作製処理が影響

を与えていたものと推測された。今後ホルマリン固定・パラフィン包埋組織を用いた broad-
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range PCR法を行う場合は、標本作製条件（固定液、固定時間など）に留意する必要がある

と考えられた。 

 

菌種 例数 菌分離

属

属 ２

属
属

菌種 例数 菌分離
Actinobacillus equuli 1 1

Bacteroides fragilis 1 1

Enterococcus faecium 1 1

表１. 血液検体からの細菌検出（PCR法および培養法） 表２. 関節液検体からの細菌検出（PCR法および培養法）

図１. 血液培養ボトルからの細菌検出 図２. 関節液培養ボトルからの細菌検出

表３. 血液培養ボトルからの同定菌 表４. 関節液培養ボトルからの同定菌
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第 回生産地における軽種馬の疾病に関するシンポジウム

一 般 講 演
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競馬サークルにおける’遺伝子ドーピング’の危機とその対応策 

草野寛一（くさの かんいち）    
（JRA 栗東トレーニング・センター 競走馬診療所）    

 
はじめに 
遺伝子治療の研究が進むにつれ、その技術を悪用した遺伝子ドーピングが、ヒトやウマのスポーツ

分野に広がることが懸念されています。国際競馬統括機関連盟(International Federation of 
Horseracing Authorities: IFHA)は、この問題に対応するため、2014年に専門委員会を立ち上げ、

競馬サークルにおける遺伝子ドーピングに関するルール作りや対策法を検討しています。JRAもこ

の活動の初期から参画しており、ルール作りや検出方法の開発に積極的に携わっています。2018年

5月のアジア競馬会議（ソウル）および10月の IFHA年次総会（パリ会議）では、遺伝子ドーピン

グがなぜ競馬にとって脅威なのかについて重要なメッセージが国際的に発信されました。その内容

を日本の競馬関係者にも是非知っていただきたいと考え、解説させていただきます。 
 
遺伝子ドーピングとは？ 
スポーツ競技で成績を良くする（あるいは悪くする）ために薬物を使用することがドーピングで

す。近年の分子生物学や遺伝子工学技術の急速な進展に伴い、従来の薬物療法や外科的治療では治

せなかった病気への選択肢として、遺伝子治療が注目されています（図1）。 
遺伝子治療とは、生物の設計情報である遺伝子を患者に投与したり（遺伝子導入）、患者から一旦

取り出した細胞を改変してから体内に戻したり（遺伝子改変）することで病気を治す方法です。こ

の遺伝子治療技術を悪用し、筋肉増強や持久力強化など、競技能力を高める可能性がある行為を

行うことが遺伝子ドーピングです。 
 

 

図1 治療薬の変遷 
 
遺伝子ドーピングが競馬にもたらす脅威とは？ 
ドーピングが公正確保上問題であること（スポーツとしてフェアでない、ファン離れにつながる）

や、馬の福祉に反すること（薬の服用による健康被害）は、皆様すでにご存知のことと思います。

しかし、遺伝子ドーピングには、競馬の根幹を揺るがす深刻な危険が潜んでいるのです。 
遺伝子ドーピングが、骨格筋、骨および内臓など（体細胞）を対象としたものであれば、その処

置を受けたウマのみが影響を受けるに留まります。しかし、卵子や精子など（生殖系列細胞）が対
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象となった場合、効果は遺伝継承されるため、処置を受けたウマだけでなく、そのウマから生まれ

る子にも影響をおよぼします。 
また、遺伝子改変技術が受精卵や胚に悪用された場合（生産ステージでの遺伝子ドーピング）、生

まれてくるウマは遺伝子改変動物となり、「サラブレッド」ではなくなります。さらに、そのウマ

が摘発されずに親（種牡馬や繁殖牝馬）になると、以降に生まれて来るウマも遺伝子改変サラブレ

ッドとなり、遺伝子改変サラブレッドが量産されるという、競馬史上最悪のシナリオを招くことに

なります（図2）。  
厳格な血統管理が200年以上もなされている「サラブレッド」を用いることが競馬の原点であり、

魅力の一つです。競馬ルールのバイブルであるパリ協約第12条には、「サラブレッド」の定義（別

紙）に関する項目が細かく書かれており、血統がいかに競馬にとって重要かが伺われます。 
遺伝子ドーピングはサラブレッド種の存続を脅かす危険性があるため、競馬にとって大変な脅威

なのです。 
 

 

図2 遺伝子ドーピングによる最悪のシナリオ 
 
遺伝子ドーピングはもはや噂ではない！ 
その存在がささやかれ始めた 15 年前、遺伝子ドーピングはまだ‘SF かおとぎ話’的な存在でし

た。しかし近年、DNA を精密にカット＆ペーストする革命的な遺伝子編集技術が開発されたこと

により、状況は一変しています。ネットでは遺伝子編集DIYキットが２万円弱で販売されているの

をご存知ですか？南米ではクローン技術によって誕生したポロポニーが活躍しているそうです。ま

た、2018年11月の中国人研究者が受精卵にゲノム編集を行い、双子を誕生させたニュースにより、

生まれつき運動能力の高い子どもを作り出すことへの懸念が一気に広がりました。科学の発展によ

り、遺伝子を簡単かつ安価に操作できるようになった今日、遺伝子ドーピングの危機は以前にも増

して高まっていると言えます。今活躍している競走馬の中に、遺伝子改変されたウマがいてもおか

しくない時代になっていることは、考えるだけでもゾッとします。 
 
遺伝子ドーピングの検出は難しい 
遺伝子ドーピングを検出するのは極めて難しいのが現状です。例えば、筋肉を増強するためにアナ

ボリックステロイドを使用した場合、現在の検査技術でこれを検出するのは可能ですが、体内で筋

肉の合成を促す遺伝子を注入した場合、ドーピングとして検知することは難しいのです。遺伝子ド
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ーピングの検出法の開発には高額な設備投資や新たな専門家が必要なことから、取り組める検査ラ

ボは限られており、オーストラリアと日本がこの分野でリードしています。 
JRA では、（公財）競走馬理化学研究所と共同で正確かつ多検体に対応できる検出方法の開発を

行っています。 
 

 
図3 国際的に議論されている遺伝子ドーピング検査のタイミング 
 
遺伝子ドーピングへの対応 
遺伝子ドーピングの検査はまだ実務的なレベルにないことは先に述べた通りですが、この問題に

いち早く反応したのがヨーロッパです。イギリスやフランスは、血統登録を行う際に実施する親子

判定用の血液サンプルの一部から抽出した DNA を保存し、必要が生じた時に検査に用いる‘バイ

オサンプルバンキング’の準備を進めています。生後なるべく早い時期に血液サンプルを取って保

存しておけば、競走馬になる過程で遺伝子ドーピングを受けた、あるいは受けた疑いがあった場合、

その時点の血液から抽出した DNA と過去の DNA を比較することで不正があったかを確かめるこ

とができるという仕組みです。大きな抑止効果が期待できるため、日本でも検討すべきと考えます。 
現在JRAでは、遺伝子ドーピングへの対応として、遺伝子治療の不正使用を規制するルールの整

備や検査法の開発を手がけているところです。しかし、現在最も恐れられている脅威は、生産地に

おける遺伝子ドーピングの結果、生まれつき運動能力の高い遺伝子改変サラブレッドが作製される

ことです。これを防止するためは、競馬主催者の権限が届かない、生産地での対策や血統登録時の

チェックが最も重要となります。まず、関係者の方々に、遺伝子ドーピングについて興味を持って

いただき、理解を深めていただくことが重要な一歩と考えています。 
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別紙 パリ協約第12条には、「サラブレッド」の定義（2018年3月バージョン） 
 

第12条(生産)   サラブレッドの定義                          
サラブレッドとは、公式登録時に当該サラブレッドの生産国のサラブレッド血統書に登録された馬

のことである。その生産国のサラブレッド血統書は、国際血統書委員会(附則8)によって承認された

ものでなければならない。 
A. 資格 
馬が公認のサラブレッド血統書に登録される資格を得るには、以下の要件のすべてを満たさなけれ

ばならない： 
1. 種牡馬および繁殖牝馬の地位 

1.1当該馬が種牡馬と繁殖牝馬との交配による産駒でなければならないうえ、父母の両馬が公認

のサラブレッド血統書に登録されているか、または第 13 条 4.1 項に規定された条件に基

づき、いずれか一方もしくは両方の馬が非サラブレッド登録馬名簿から昇格していなけれ

ばならない。 
1.2  母馬が、恒久的にであれ、9 カ月以下の一時的にであれ、産駒が生まれた国に輸入されて

きたのである場合は、事前に輸出証明書またはBCN（いずれか適切な方）が提出されてい

なければ産駒を登録することができない。 
2. 有資格の産駒を生産するための交配 

2.1 サラブレッドは種牡馬と牝馬との交配の産物でなければならない。この場合の交配とは、

ペニスの挿入および精液の生殖管への射出を伴い、実際に種牡馬が繁殖牝馬に乗りかかる

生殖行動をいう。交配の補強として、サラブレッドを認定する国の血統登録機関により認

められた場合、前記の交配中に種牡馬が射出した精液の一部を直ちに種付けされている牝

馬の生殖管に挿入することができる。 
3. 有資格の産駒を生産するための妊娠期間 

3.1 自然な妊娠期間が経過しなければならず、出産は産駒を受胎した母馬と同じ母体によるも

のでなければならない。人工授精、胚移植、移植、クローン、またはここに明記されていな

い形態のその他の遺伝子操作による処置の結果生まれた産駒は、国際血統書委員会によっ

て承認されたサラブレッド血統書に登録する資格がないものとする。 
4. 交配とその結果の記録 

4.1 交配の詳細は、種牡馬の馬主または公認の代理人が、サラブレッドとして認定する血統登

録機関により提供または承認された正式の書式または電子システムに記録しなければなら

ない。記録には、次の内容を含めるものとする： 
4.1.1 種牡馬の馬名 
4.1.2 繁殖牝馬の馬名 
4.1.3 種牡馬に対する交配の初日及び最終日 
4.1.4 交配は自然交配であって、人工授精、胚移植、移植、クローンまたはその他の形態
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の遺伝子操作の過程を含んでおらず、また、種付前に繁殖牝馬の個体の同一性がパ

スポートにより確認された旨の種牡馬の馬主または公認の代理人が署名した陳述書

（3.1を参照） 
4.2 出生時の産駒の詳細は、牝馬の馬主または公認の代理人が、サラブレッドとして認定する血

統登録機関により提供または承認された正式の書式または電子システムに記録しなければ

ならない。記録には、次の内容を含めるものとする： 
4.2.1 種牡馬の馬名 
4.2.2 繁殖牝馬の馬名 
4.2.3 正確な出生日 
4.2.4 産駒の毛色 
4.2.5 産駒の性別 
4.2.6 出生時に繁殖牝馬の馬主だった産駒生産者の名前 
4.2.7 出生した国 
4.2.8 産駒は人工授精、胚移植、移植、クローンまたはその他の形態の遺伝子操作の産物で

はない旨の繁殖牝馬の馬主または公認の代理人が署名した陳述書（3.1を参照） 
4.3 如何なる疑義も避けるため、産駒が登録されるために種付の詳細（上記4.1に定める

もの）および出産の詳細（上記4.2に定めるもの）が血統登録機関に提供されなけれ

ばならない。 
5. 個体の識別と記述 

5.1 産駒個体の記述は、血統登録機関により承認された者によって、サラブレッドを認定する

機関により提供または承認された正式の書式または電子システムに記録されなければなら

ない。記述には次の内容を含める： 
5.1.1 種牡馬の馬名 
5.1.2 繁殖牝馬の馬名 
5.1.3 正確な出生日 
5.1.4 産駒の毛色 
5.1.5 産駒の性別 
5.1.6 生産者の名前（4.2.6を参照） 
5.1.7 出生した国 
5.1.8  産駒の先天的および後天的な個体識別指標の詳細な記述。これには、四肢の特徴（白

斑）、顔の特徴（白斑）、旋毛、瘢痕、入墨、烙印、マイクロチップ番号（埋め込

まれている場合）を含むものとする。これらの特徴は、カラー写真または実査によ

り裏付けられなければならない。 
6. 親子鑑定 

6.1 サラブレッドを認定する血統登録機関は、血液、毛および/またはその他の生体サンプルに

存在する遺伝子の型判定に基づく親子鑑定のさらなる証拠を要求しなければならず、かつ、

それに伴って以下のことを確保しなければならない： 
6.1.1 遺伝子型の型判定が、その目的で血統登録機関により承認された試験所によってのみ
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行われること 
6.1.2 遺伝子型の型判定を行う試験所が、国際動物遺伝学会（ISAG）の会員であり、国際

血統書委員会の納得のいくよう比較試験に参加していること 
6.1.3 遺伝子型の型判定のすべての結果及び詳細が、極秘に管理され、国際血統書委員会に

より公認資格を付与された他の血統登録機関に対してのみ開示されること 
6.1.4 血統登録機関は、血統書への登録を申請しているいずれの馬についても所定の遺伝子

型の型判定および親子鑑定を実施した後でなければ、登録を行わないこと 
B. 資格喪失 
受胎、妊娠中またはその後の生涯のいかなる段階においてにせよ、登録が見込まれるまたは現に登

録されているサラブレッドの遺伝可能なゲノムを改変された馬は、サラブレッドとしての資格を永

久に喪失し、適宜、血統書から抹消する。 
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サラブレッド大腿骨遠位内側顆軟骨下嚢胞様病変の家系別発症傾向に関する調査 

 

〇前田昌也 1)  菊地賢一 2)  安藤邦英 3)   佐藤文夫 4) 

1)日高軽種馬農業協同組合 2)東邦大学理学部情報科学科  3)軽種馬育成調教センター 

4)JRA日高育成牧場 

 

【はじめに】 

ウマの軟骨下嚢胞様病変（SCL）は、発育期整形外科疾患（DOD）の１つであり、大腿骨

遠位内側顆はその代表的な発症部位である。DODの発症には後天的な飼養環境要因に加え

て、性別や血統などの先天的な遺伝的要因が疑われており、骨軟骨症などに関しては既に

遺伝子解析も多数報告されている一方、SCLについては遺伝的要因に関連する報告がな

い。SCLに関する遺伝学的解析を実施する根拠として、性別や血統における偏りを統計学

的に検証することは意義がある。そこで本調査では、サラブレッドにおける大腿骨遠位内

側顆 SCLが家系別で所見の有無に偏りがあるか否かを明らかにするため、北海道市場レポ

ジトリ資料を用いて統計学的に解析した。 

 

【材料と方法】 

 2015～2018年の北海道市場レポジトリ上場馬の中から膝関節 X線検査画像が提出された

6,479頭において、大腿骨遠位内側顆 SCL集計時のグレードや左右の区別を排除し、有無

のみを評価した。 

家系については種牡馬別に群を構成した。まず二代以内のいずれか（父・父の父・母の

父）に共通の種牡馬を有する個体同士で群を構成し、100頭以上で構成される群につい

て、残りの集団との間で、大腿骨遠位内側顆 SCLの有所見率についてカイ二乗検定を実施

した。次に三代以内のいずれか（父・父の父・父の父の父・父の母の父・母の父・母の父

の父・母の母の父）に共通の種牡馬を有する個体で構成された群についても、100頭以上

の群と残りの集団との間で有所見率についてカイ二乗検定を実施した（図 1）。 

さらに「軽度の病変は有無の判定が困難な例も含まれ統計結果に影響する可能性があ

る」という仮定の下、三代以内に共通種牡馬を有する群については、グレーディングされ

た中から「グレード１」の群を除外した上で同様の統計解析を実施した。 

 有意差検定については P<0.05 を有意水準としたが、P<0.05と P<0.01を区別した。 

 

牡

牝
上場馬

二代以内

三代以内

図 1. 種牡馬グループ構成模式図 
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【成績】 

 大腿骨遠位内側顆 SCLが少なくとも一つ確認された個体は 1006頭 / 6479 頭で、全体の

15.53%であった。 

 二代以内に共通種牡馬を有する群は 32群が 100頭以上（106～688頭）で構成されてお

り、各群の有所見率には 6.84～25.49％の幅が見られた。うち 4群は P<0.01で、1群は

P<0.05で有意に高い所見率を示す一方、1群が P<0.01 で、3群が P<0.05で有意に低い所

見率を示した（図 2）。 

 三代以内に共通種牡馬を有する群は 33群が 100頭以上（101～4,784頭）で構成されて

おり、各群の有所見率には 10.85～23.66％の幅が見られた。うち 2群が P<0.01で有意に

高い所見率を示す一方、3群が P<0.01で、1群が P<0.05で有意に低い所見率を示した

（図 3）。 

 二代以内構成群において所見率上位 2群の構成要素となる 2頭の種牡馬は、三代以内構

成群で最も高い所見率を示す種牡馬を父親とする家系であり、二代以内構成群において所

見率 3位を示した種牡馬は同 4位の構成要素となる種牡馬の父親に相当し、三代以内構成

群においても二番目に高い所見率を示す種牡馬であることが明らかになった。 

 有所見馬 1006 頭中「グレード１」と判定された馬は 510頭であり、これらを除外して

の有所見率は 8.31％（496頭 / 5969頭）であった。この母集団を、同様に三代以内に共

通種牡馬を有する群で分けると上記 33群中 1群は 100頭未満で除外、32群が 100頭以上

（107～4,395頭）となり、種牡馬別有所見率の順位、有意差、有意水準にも変動が見られ

た。しかしながら P<0.01で有意に高い所見率を示す 2頭の種牡馬はこれまでと同様の馬

であった。

 

 図 2. 二代以内共通種牡馬構成群の有所見率 
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【考察】 

 「特定の疾患が特定種牡馬の産駒に多い」という印象は何らかの疾患で感じることはあ

るかもしれないがあくまで主観であり、その先を調査されることは殆どない。これは大き

な母集団から有病率を正確に集積するという作業が困難であることによる。今回北海道市

場のレポジトリ資料という大きな母集団から大腿骨遠位内側顆 SCLという疾患に照準を絞

って網羅的に集計することで、種牡馬による有所見率の差異を客観的に明らかにすること

が出来た。 

 共通種牡馬による群構成を二代以内と三代以内の 2パタンで集計することにより有所見

率が高い 2つの家系については両パタンで傾向が一致しており、特にそのうち 1家系に関

してはカイ二乗検定の P値が非常に低値である（二代：8.2×10-7, 8.7×10-10、三代：1.5

×10-17）ことより、この家系で大腿骨遠位内側顆 SCLの所見が多いという現象に偶然性は

ほぼ考えられない。一方で有所見率の低い群については各パタンで有意差が大きく変化す

るものが多く、統計的有意差が得られても家系に見られる統一性が乏しいため、明らかに

有所見率の低い家系という断定は困難であった。 

 今回の調査における大腿骨遠位内側顆 SCLの有所見率が過去の報告と比較して非常に高

いのは、屈曲位外内側方向での X線撮影が軽微な所見も漏らさず確認できたことや検査装

置の精度向上が要因として考えられるが、所見が確実に存在する条件のため、最も低いグ

レードを排除して統計解析を再検討したところ、順位が変わっても統計的有意差が得られ

る家系にはこれまでと同じものが含まれていた。SCLは経時的にグレードが悪化する症例

があり、グレードが低くても将来的に臨床症状を示すことが否定できないため、病変を見

図 3. 三代以内共通種牡馬構成群の有所見率 
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落とさずに存在を把握することが重要である。 

 SCLに家系で発症に偏りがあることは遺伝性因子の存在を示唆するものであり、このよ

うな因子をサラブレッド育種の過程で淘汰の対象とする意見もあるかもしれない。しかし

ながら元来競走能力を優先したサラブレッド育種の中で淘汰されなかったあらゆる遺伝性

因子は、たとえ疾患に関連していても残っていることに意味があるとも考えられ、短絡的

に淘汰の対象とするべきではないと演者は考えている。 

今後 SCLの関連遺伝性因子を検索しつつ各因子の機能を解明すれば、発症の機序を明ら

かにする一助となることが期待され、発症の予防や治療の方法を開発することに貢献する

ことが望まれる。今回高い有所見率を示した家系に絞って連鎖解析をすることで特有の因

子を検索することも一手法として検討できるかもしれない。 
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競走馬における遺伝子検査の現状と将来性について 

 

〇永田俊一、戸崎晃明、廣田桂一、菊地美緒、栫 裕永 

（公益財団法人競走馬理化学研究所 遺伝子分析部） 

 

【はじめに】 

競走馬が先天的に有する距離適性を調べる「プラスビタール・スピード遺伝子検査（ス

ピード遺伝子検査）」は、アイルランドダブリン大学のエメリーン・ヒル博士によって開

発され[1]、同博士が立ち上げたエクイノム社（現プラスビタール社）より 2010 年から検

査が開始された。日本では、公益財団法人競走馬理化学研究所（競理研）がエクイノム社

と本検査の独占ライセンス契約を締結し、国内の競走馬を対象に検査を提供している。 

 また、2017 年より、競理研では競走馬が成長した際の大きさ（体高）を調べる「体高遺

伝子検査」をスピード遺伝子検査のオプション検査として無料で提供している。 

 本発表では、これらの遺伝子検査の概要と現状及び利活用例を紹介すると共に、その将

来性について言及したい。 

 

【スピード遺伝子検査について】 

 ミオスタチンは動物の筋肉量を調節する蛋白質で、ミオスタチンを発現する遺伝子の

DNA 型（ミオスタチン遺伝子型）により筋肉の発達に違いが生じることが知られている

[2]。スピード遺伝子検査は、ウマのミオスタチン遺伝子型を調べる検査で、C:C 型、C:T

型、T:T 型の３種類が知られており、C:C 型は筋肉質で速筋線維の割合が高く、T:T 型は筋

肉量が少なく遅筋線維の割合が高いことが報告されている[3,4]。そして、各遺伝子型と

競走馬の距離適性との関連性が統計学的に明らかにされている。競走距離別に勝馬のミオ

スタチン遺伝子型が占める割合を図 1 に示す[1]。 

 

 以上のことより、各遺伝子型の距離適性として、C:C 型は短距離適性 （1000～1600ｍ）、
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C:T 型は中距離適性 （1400～2400ｍ）、T:T 型は中～長距離適性（2000ｍ～）と分類され

ている。 

 また、各遺伝子型と馬の初出走及び初勝利の関係も調べられており、図 2 に示すよう

に、初出走及び初勝利をする時期は、C:C 型が最も早い傾向にあることが報告されている

（プラスビタール社調べ）。 

ただし、この結果は、若馬のレースに短い距離が多いことが関係していると思われる。 

 
  ミオスタチン遺伝子はメンデルの法則に従って両親から子に遺伝するため、両親の遺

伝子型を調べることにより、生まれる子馬の遺伝子型の確率を知ることができる。図 3 は

父馬と母馬における遺伝子型の配合図で、子馬における遺伝子型の確率を示しており、父

母の両方が C:C 型あるいは T:T 型である場合は、生まれる子馬は 100％C:C 型あるいは T:T

型であり、両親の片方が C:C 型で他方が T:T 型の場合は、子馬は 100％C: T 型となる。 

 このスピード遺伝子検査は、ヨーロッパ、オセアニア、米国、日本など世界各地の競馬

開催国及び競走馬の生産国で実施されており、日本以外ではプラスビタール社（アイルラ

ンド）が検査を提供している。日本では 2013 年から競理研において検査を開始してお

り、2018 年までに約 1000 頭の検査を実施した。検査開始から各年における検査頭数及び

検査対象馬の内訳を表１に示す。 
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年間の検査頭数は、検査開始（2013 年）から 2015 年まで 200 頭を超え、その内訳は育

成馬や繁殖馬など生産地で飼育されているウマの検査依頼が多かった。その理由として、

2014 年から開始した「生産地特別割引制度」（検査馬の情報公開を条件として、通常検査

料 81,000 円（税込み）を育成馬と繁殖雌馬は半額、種牡馬は無料とする制度）のためだと

考えられる。検査頭数は 2016 年に大きく減少して 50 頭程度となり、これまで積極的に検

査を実施してきた馬主や法人（牧場等）が、所有するウマを一通り検査したことが推測さ

れる。2017 年以降は、検査頭数が回復して 100 頭前後で推移しており、現役馬の割合が増

えている。その理由として、2017 年から通常検査料を 40,500 円（税込み）と大幅に引き

下げたため（生産地特別割引制度は廃止）、これまで検査料が高額で検査をためらってい

た馬主や調教師等が検査を行うようになったためだと思われる。 

 競理研でスピード遺伝子検査を行った検体について、ミオスタチン遺伝子型の割合にお

ける経年推移を表２に示す。 

 

検査検体に占めるミオスタチン遺伝子型の割合は、C:T 型の割合が最も高く 2018 年を除

く全ての年において 50%以上を占めており、2015 年を除いて C:C 型の割合が T:T 型より高

いが、両型に大きな差は見られない。 
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検査馬の内訳と各ミオスタチン遺伝子型の割合について表３に示す。 

 

現役馬と育成馬でミオスタチン遺伝子型の割合に大きな差は見られず、C:T 型が全体の

50%程度で C:C 型と T:T 型の割合は同レベルである。繁殖牝馬は T:T 型の割合が C:C 型の

1/2 程度の低い割合で、逆に種牡馬では T:T 型の割合は C:C 型より高くなっている。 

競理研及びプラスビタール社の調べによる、世界の各地域におけるミオスタチン遺伝子

型の割合を表４に示す。 

 

 北アメリカとヨーロッパは日本と同様に C:T 型の割合が 50%以上であるが、C:C 型は

T:T 型の２倍以上の割合を占めており、オセアニアは C:C 型と C:T 型の割合が同程度で、

T:T 型は 7％と非常に少ない。遺伝子型の割合は各地域における競馬の環境が関係している

と考えられ、特に短距離のレースが多いオセアニアでは、C:C 型のウマが求められ、T:T

型は排除される傾向がある。一方、日本において T:T 型の割合が他の地域より高いこと

は、表３で示した様に日本の種牡馬は T:T 型を有するウマが多いことに起因することが考

えられ、長距離適性のウマが活躍する環境が他の地域より多く存在していると思われる。 

 

【体高遺伝子検査について】 

成長後の大きさを決定するのは、環境的な要因と共に遺伝的な要因が重要であり、人

では体高に影響を及ぼす様々な遺伝子の存在が知られている[5]。その中の一つである

LCORL (ligand-dependent nuclear receptor compressor-like protein)遺伝子は、ウマにおいても

体高に関わっていることが判明しており[6,7]、体高遺伝子検査は LCORL 遺伝子領域の塩

基配列（体高遺伝子型）を調べ、競走馬の体高を推測する検査である。体高遺伝子型には
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G:G、G:A 及び A:A と 3 種類の型があり、競走馬の体高との関連性 （G:G=高い・G:A=中

間・A:A=低い）が統計学的に明らかにされている[6,7]。体高遺伝子検査による各体高遺

伝子型の平均体高を表５に示す[7]。 

 

以上の結果より、各遺伝子型の体高は「G:G 型は高い、G:A 型は中間、A:A 型は低

い」と分類され、成長した際の体高を推測するための目安となる。なお、LCORL 遺伝子

は、ミオスタチン遺伝子とは異なる染色体上に存在しており、両遺伝子間に関連はない。 

競走馬（サラブレッド）集団における各体高遺伝子型の割合は大きく偏っている。日本

[6]と北アメリカ[7]の競走馬における体高遺伝子型の割合を表６に示す。 

 

両地域で G:G 型の割合が低く A:A 型の割合が高いが、北アメリカは日本より G:G 型の

割合が多く A:A 型が少ないため、日本より体高が高いウマが多いことが推察される。 

体高遺伝子は、ミオスタチン遺伝子と同様にメンデルの法則に従って遺伝するため、両

親の遺伝子型の組み合わせで、生まれる子馬の遺伝子型を推測することが可能となる。 

競理研では、本検査を主にスピード遺伝子検査のオプション検査として行っているた

め、検査頭数及び検査馬の内訳は、2017 年以降のスピード遺伝子検査とほぼ同様である。 

 

【遺伝子検査の利用例】 

遺伝子検査により得られた情報は、競走馬の生涯にわたって利用することが可能で、ス

ピード遺伝子検査は距離適性に応じた育成・調教、レース選択、配合計画等、体高遺伝子

検査は新生馬の成長予測、配合計画等に有用である。 

欧州で馬主や調教師がスピード遺伝子検査の結果により出走するレース選択を行った例

が報告されている。オーストラリアでは種馬場が種牡馬のミオスタチン遺伝子型を公開し
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ており、生産者が目的とする距離適性の子馬の生産に利用されている。日本では、一部の

法人一口馬主クラブが会員募集のため、所有馬のミオスタチン遺伝子型を公開している。 

 

【スピード遺伝子検査の新しい利用方法】 

 育成馬で筋肉量（体重／体高）の変化を、トレーニングの開始前から開始後 4 ヶ月にわ

たり調べた結果、開始前の筋肉量はミオスタチン遺伝子型が C:C 型で多く、T:T 型は少な

い傾向があり、開始後の筋肉量でも同様な差が認められた[3]。特に雄馬の C:C 型は、ト

レーニングによる筋肉の増加量が、他の型に比べて有意に高いことが判明した [3]。 

筋肉を構成する筋線維タイプ（TypeⅠ：遅筋型、TypeⅡA：中間型、TypeⅡX：速筋型）

について、トレーニングの影響を調べた結果、C:C 型のウマでは、トレーニングにより

TypeⅡX の面積が有意に増加することが報告されている [4]。一方、T:T 型のウマでは、

トレーニングにより持久力に関係するミトコンドリアや毛細血管などを合成する遺伝子の

筋肉内での発現が、他の遺伝子型より有意に高くなることが報告されている[4]。 

T:T 型のウマは、抗酸化作用のある補酵素（コエンザイム Q10）の体内産生量が少ない

ことが明らかにされており、コエンザイム Q10 を含むサプリメントを投与することで、エ

ネルギー代謝の効率化による運動能力改善や疲労回復等の効果が、他の遺伝子型のウマよ

り高く得られる可能性が報告されている[8] 

以上の報告は、ミオスタチン遺伝子型によりトレーニングの効果やエネルギー代謝に関

連する補酵素の体内産生量が異なるため、各遺伝子型に適したトレーニングや飼養管理の

方法を検討する価値があることを示唆している。これらの研究を更に進めることにより、

将来的にはミオスタチン遺伝子型別の調教や給餌方法など、スピード遺伝子検査の新しい

利用方法につながることが期待される。 

 

【おわりに】 

 エクイノム社により最初に競走馬の遺伝子検査が提供された際に、海外の競馬関係者

は、検査の意義や必要性に大きな物議を醸し、日本でも競理研に検査開始から多くの意見

や質問が寄せられた。現在は、遺伝子検査に関する説明会や広報活動を通じて、多くの競

馬関係者に遺伝子検査の理解が得られ、検査結果は育成、調教、レース選択、飼養管理及

び交配計画の際に、参考となる情報の一つとして利用されていることと思われる。 

 遺伝子検査はウマが先天的に有する能力や特徴を調べるツールとして、他の方法では入

手できない情報が得られる。海外では、スピード遺伝子検査や体高遺伝子検査以外に、競

走馬を対象とした様々な遺伝子検査が行われているが、我々は検査の手法や結果の評価に

科学的な裏付けがあり、競馬関係者の理解が得られ、競馬の発展に寄与できる遺伝子検査

を選択的に取り入れていく必要があるだろう。 
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尿管結石症のサラブレッドの一治験例

〇鈴木 吏 加藤史樹 山家崇史 田上正幸 田上正明
（社台ホースクリニック）

【背景】
尿路閉塞の原因として、結石、外傷、新生物などがあげられるが、馬においては尿路結

石症が最も一般的な疾患である。尿路閉塞の症状は、排尿障害・失禁・軽度から重度の疝
痛など、閉塞部位と程度によってさまざまであるとされている。尿路結石は、膀胱で認め
られることが最も多く（ ）、次いで尿道（ ）、腎臓（ ）、尿管（ ）と報告
されている。今回我々は、尿管結石症に罹患した雄のサラブレッド競走馬を治療する貴重
な機会を得たので、ここに報告する。

【症例と経過】
サラブレッド種、雄、 歳、来院時体重 。左前肢繋部における浅指屈腱炎のた

め、ウォーキングマシン程度の運動制限をしていた。発症の カ月後から、 度台の発熱
が繰り返し認められたため、セファロチン ゲンタマイシン 経口の 合剤等で治療され
ていた。 カ月ほどで発熱が無くなったため運動を再開した。運動再開から約 カ月を経
過したころに、軽度の疝痛症状がみられた。フルニキシンの投与で疼痛は消失したが、翌
日に 度の微熱を呈し、食欲の低下が認められた。さらに 日後、再び軽度の疝痛症状
を呈した。腹部超音波検査にて消化管に明らかな異常は認められなかったが、左腎の腎盂
拡張が疑われた。翌日には疝痛症状が消失したが、精密検査を目的に社台ホースクリニッ
クに搬送された。搬送前に、セフチオフルとフルニキシンの 日 回の投与が 日間なさ
れていた。なお、経過中に数回の血液検査が行われており、低アルブミン血症（ ～

㎗）と高γグロブリン血症（ ～ ％）に起因する 比の低下 ～ と
高蛋白血症（ ～ ㎗）、赤血球数増加（～ × ㎕）、血清アミロイド 蛋白
値上昇（ ～ ㎍ ）が認められていた。

【検査所見】
経皮的腹部超音波検査にて、左腎における腎盂の軽度拡張および、明瞭な音響陰影を有

する高輝度の小構造物が認められた。直腸検査では、拡張した左側尿管と尿管遠位側にお
ける硬結な球形の構造物が触知され、周囲には触診痛が認められた。経直腸超音波検査で
は、左側尿管内において、腎盂内に認められた構造と同様の音響陰影を有する高輝度の構
造物が認められ、同尿管壁の肥厚と近位尿管の拡張も併せて認められた。なお、右腎には
経皮的超音波検査にて異常はみられなかった。
以上の経過および検査所見より、左腎および左側尿管における尿路結石症と診断し、

日後に手術を実施した。
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【手術】
立位鎮静下で枠場保定にて手術を実施した。手術には先端外径 有効長

鉗子チャンネル径 の内視鏡（ 社、 ）を用いた。左側尿管
開口部から内視鏡を挿入したが、尿管を拡張させることが難しく、尿管の観察および尿管
結石の観察が容易でなかった。数回繰り返すうちに尿管への挿入が次第に難しくなったこ
とに加えて、尿管拡張の際の空気による膀胱の拡張で馬が苦しがったため、倒馬して手術
を継続した。
全身麻酔は、酸素イソフルラン吸入麻酔下、右側横臥位にて実施した。膀胱内の適度な

排気と排尿を目的に、内視鏡をシリコンチューブに通して膀胱へ挿入した。生検鉗子で誘
導し、内視鏡を左側尿管に挿入した。尿管結石を明瞭に視認することは容易でなかった
が、操作中に尿管結石より近位に内視鏡を進めることができたため、内視鏡鉗子チャンネ
ルからバルーンカテーテル（ﾃﾞｨｽﾎﾟｰｻﾞﾌﾞﾙﾊﾞﾙｰﾝｶﾃｰﾃﾙ ： ：バルーン膨張径Φ

・有効長 ）を挿入し、結石の腎臓側に位置したバルーンを牽引すること
によって、尿管結石を少しずつ膀胱側に移動させ、膀胱内へと引っ張ることを試みた。同
時に、一連の操作の補助を目的に、助手が直腸から用手でサポートし、正確な位置確認の
ために経直腸超音波を行った。直腸越しに用手にて結石を確認しながら、バルーンで結石
を膀胱側へと牽引することを繰り返し、最終的に結石を膀胱に誘導することができた。直
後に、停留していた尿管近位のムチン状の液体が膀胱内に流入した。これらを吸引した後
に、膀胱内で崩れてばらばらになった結石を確認し、内視鏡鉗子チャンネルを通した回収
ネット（開き幅 ～ ㎜、有効長 ㎜）を挿入し、数回に分けて結石を摘除した。最
後に、尿管内に内視鏡を再度挿入し、結石が消失したことを確認して手術を終了した。
麻酔時間は 分で、良好に起立した。
回収した尿管結石の主成分は、赤外線吸収スペクトロフォトメトリー法により、 ％炭

酸カルシウムであることが確認された。

【術後経過】
術後に疝痛症状などの尿管由来の痛みを疑う症状はみられなかった。術後７・ ・ 日

目に検査を実施した。経直腸超音波検査において尿管結石は消失し、左側尿管の拡張は改
善されていたが、尿管壁の肥厚は変わらなかった。また、腎盂内の結石も変わらず認めら
れた。
手術翌日から軽い運動を再開し、現在（術後 日）において問題となる臨床症状は認

められていない。

【考察】
馬における尿路結石症の平均発症年齢は約 歳であり、本症例は比較的若齢での発生で
あった。結石の形成には核生成と結晶の成長の つのステップが存在するが、一般に、腎
盂においてみられるような尿路上皮と結晶の長期接触や尿路の損傷が核生成の誘発になる
と考えられている。尿路における損傷が、局所的炎症や血栓形成を引き起こし、結晶の局
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所的沈着を促す。加えて、落屑した上皮細胞・白血球・壊死組織が更なる結晶成長へとつ
ながる。尿道カテーテル・内視鏡挿入などによって損傷された尿道上皮は、結晶性物質で
覆われるが、これらの結晶性物質は、感染の進行などがなければ通常自浄的に排除され
る。フェニルブタゾンなどの非ステロイド性抗炎症薬の長期投与も、腎実質組織に損傷を
引き起こし、腎結石形成を引き起こすと考えられているが、本症例に尿路内損傷を引き起
こす可能性のある経過は存在しなかった。
馬の尿管結石に対する治療として、腹部正中切開や膁部切開による尿管結石摘出術や電

気水圧砕石法 (EHL:Electrohydraulic lithotripsy) などの方法が報告されている。本症例
は、結石が ％炭酸カルシウムであったため比較的崩れやすく、バルーンで膀胱内へと牽
引して閉塞を解除することが可能であった。一方で、経直腸による強い操作や、尿管内の
操作は、尿管の損傷や処置中の尿管破綻の危険性もあるとされている。故に、仮に今回の
手術方法で結石を摘除できなかった場合には、立位膁部切開による尿管切開術が次の選択
肢となると考える。
本症例における明確な原因は不明であるが、間歇的な発熱がみられた時期があったこと
から、上部尿路系における感染があった可能性がある。手術では、閉塞を起こしていた左
側尿管結石を摘出することに成功したが、依然として左腎には結石が残ったままである。
すなわち、尿路の再閉塞の可能性が残存している状態といえる。成書には、腎結石あるい
は尿結石を有するすべての馬において、併発性の尿路感染の可能性を評価する目的で、定
量的な尿培養検査の実施が推奨されている。一般に、片側性の尿路閉塞症例の場合には血
液検査にて高窒素血症を認めることは少ない。したがって、尿管閉塞と症状発現にタイム
ラグが生じる可能性が高く、罹患する危険性の高い症例に対する注意深い経過観察が重要
といえる。本症例においても、今後に定期的に検査を実施することが望ましい。しかしな
がら、尿検査等をどの程度の間隔で実施すればよいか、今のところ明確な指針は提示され
ていないため、検討の余地があると思われる。

【参考資料】
） 

） 

） 

） 
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繁殖牝馬における Lawsonia intracellularis の抗体の保有と子馬への抗体の移行 
 

〇荒川雄季  清水裕仁 
（みなみ北海道農業共済組合 日高支所） 

 
【はじめに】 
馬増殖性腸炎（Equine proliferative enteropathy : EPE ） は、Lawsonia intracellularis 

（ LI ）の経口感染により主に 3～8 か月齢の子馬が発症するたんぱく喪失性腸炎である。

主な臨床徴候は、活力低下、食欲不振、発熱、下痢、疝痛、体表の浮腫、体重減少、発育

遅延など様々である。その診断は、血清生化学検査では、血清総蛋白質量（＜5 ㎎/dl）、血

清アルブミン値（＜3 ㎎/dl）が低下する。腹部超音波検査では、小腸腸壁の肥厚（厚さ 4
㎜以上）が確認される。EPE は、地方流行性疾患と言われ、日高管内でも毎年特定の地域

で流行する。LI の抗体保有に関する報告は少なく、今回、繁殖牝馬と子馬の LI の抗体価の

測定を行い、抗体保有に関わる考察を行った。 
【材料および方法】対象は、2017 年から 2018 年の 2 年間で、日高管内新ひだか町のサラ

ブレット種生産牧場 9 牧場の繁殖牝馬と子馬で、分娩後 24 時間を経過した繁殖牝馬 108 頭

（平均年齢 11.14 歳、繁殖牝馬としての平均供用年数 5.68 年、平均産次数 4.78 産）及び、

出生後 24 時間を経過した子馬 109 頭から採血を行った。検査は血清中の LI 抗体価を測定

した。一部の子馬 99 頭では、母乳からの移行免疫のひとつである血清 Ig-G 値を測定した。

繁殖牝馬では、年齢、繁殖歴、新ひだか町静内での繁殖歴、産次数に分類し、LI 抗体保有

の状況を調べた。さらに EPE 発症予防のために、2 牧場の子馬 46 頭（投与時の日齢 48～
186 日）では、豚ローソニアイントラセルラリス感染症経口ワクチン（エンテリゾール TM イ
リアイティス、ベーリンガーインゲルハイム アニマルヘルス ジャパン株式会社）を一

頭当たり 30ml として経直腸投与を行った。ワクチン投与前には血清 LI 抗体価の測定と糞

便中の LI 遺伝子検査（リアルタイム PCR 法）を行った。LI 関連の検査は、日本中央競馬

会競走馬総合研究所に依頼した。 
 
【結果および考察】 
① 繁殖牝馬の LI 抗体保有 
繁殖牝馬全体の LI 抗体価保有割

合は 80.6％（87/108 頭）で、抗体非

保有割合は 19.4％（21/108 頭）であ

った（表 1）。要因別の非保有割合に

おいて、年齢別では、10 歳以下で 34.6％（18/35
頭）であった。繁殖歴、新ひだか町での繁殖歴、

産次数では繁殖歴が短く、産次数の少ない繁殖牝

馬で抗体非保有割合が高い傾向にあり、特に新ひ

だか町での繁殖歴が 3年以下で 31.9％（15/47頭）

であった（図 1,2,3）。これらのことから、LI が
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各牧場内に浸透し、飼養期間が長くなり、LI の感作を受けることで抗体を保有する繁殖牝

馬の割合が高くなるものと考えられた。 

② 子馬の LI 抗体保有 
出生後の子馬の抗体保有割合は、

74.3％（81/109 頭）であった。Ig-G
値を測定した子馬は 99 頭で、Ig-G
値が 800mg/dl 以上を A 群、400～
800mg/dl を B 群、400mg 未満を

C 群と分類した。A 群は 86.9％（86
頭/99 頭）、B 群は 10.1％（10 頭/99
頭）、C 群は 3.0％（3 頭/99 頭）で

あった（図 4）。そのうち抗体非保

有割合は、それぞれ A 群：25.9％
（22/85 頭）、B 群：20.0％（2/10
頭）、C 群：100.0％（3/3 頭）であ

った。A 群の LI 抗体非保有の 22
頭のうち 16 頭、B 群では 2 頭のう

ち 2 頭、C 群では 3 頭のうち 1 頭

の母馬が、抗体を保有していなか

った（表 2）。繁殖牝馬における LI
抗体の保有の有無は、初乳による

移行抗体を介して、子馬が LI 抗体を獲得す

るための一因であるものと考えられた

（Fisher の正確検定：P<0.001）（図 5）。 
③ 子馬へのワクチン投与前のLI抗体保有 

A 牧場（19 頭）は、日齢が 48 日から 162
日（平均 99.4 日齢）で 7 月初旬にワクチン

投与を行った。ワクチン投与前に LI 抗体保

有子馬が 42.1％（8 頭/19 頭）、糞便の PCR
検査で 22.2％（4 頭/18 頭）が陽性であった。

図 3.新ひだか町での繁殖歴 図 2.年齢別の抗体保有 

A群：800mg＜ B群：400～800㎎ C群：＜400㎎

頭

頭

頭

図 4.出生後の Ig-G 値 
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図 5.繁殖牝馬と出生子馬の抗体保有の

関係（Fisher の正確検定 P<0.001） 

A群 22頭/86頭
86頭（87％） 25.60%

B群 2頭/10頭
10頭（10％） 20%

C群 3頭/3頭
3頭（3％） 100%

1頭/3頭

表2.出生後Iｇ‐G値を測定した子馬のうち、LI抗体非保有であった割
合とその母馬のLI抗体非保有率

子馬のLI抗体非保有 母馬のLI抗体非保有

16頭/22頭

2頭/2頭
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72 日齢と 126 日齢の子馬 2 頭が EPE を発

症していた（表 4）。B 牧場（27 頭）では、

日齢が 95 日から 187 日（平均 132 日齢）で

7 月下旬と 8月中旬に 2群に分けてワクチン

投与を行った。ワクチン投与前に LI 抗体保

有子馬が 18.5％（5 頭/27 頭）、糞便の PCR
検査では、全頭が陰性であった（表 5）。子

馬は、ワクチン投与前には概ね抗体が消失し

ていた。一方 A 牧場では、牧場内で EPE の

発生があった時点で、LI の感染が拡大して

いたものと考えられた。 
 

 
 
【まとめ】 

新ひだか町のサラブレット生産牧場では、約 80％の繁殖牝馬が LI 抗体を保有し、牧場内

には LI が広く浸潤しているものと考えられた。繁殖牝馬が LI 抗体を保有していれば、出

生子馬は初乳を介し LI 抗体を獲得する。成書には、子馬が初乳により獲得した免疫は、約

2 か月で消失するとある。EPE の発症時期は、生後 3～8 か月と報告されている。当地での

EPE が多く発生する時期は、季節では秋から冬で、飼養管理の上では、離乳時期と重なる

傾向にある。そのためワクチンの投与時期は、それらを見越して夏から秋に実施されるこ

とが多い。今回の調査で、2 ヵ月齢と早期に EPE を発症した子馬がいた。牧場内では、LI
の抗体を保有している子馬、LI を保菌していると思われる子馬がいたことから、この時点

で LI の感染が拡大していたものと考えられた。今後は子馬の移行抗体の消失と EPE の発

症時期を考慮し、ワクチン投与の時期を検討する必要があると考える。 

Ig-G 日齢

（㎎/dl） （日）

13頭/18頭 5頭/27頭

72.2% 18.5%
1514 0頭/27頭 132.4日 なし

表4.B牧場の出生後、ワクチン投与時の日齢とLI抗体保有、

PCR検査の結果

初乳摂取時 ワクチン投与前

抗体保有 抗体保有 PCR 発症

Ig-G 日齢

（㎎/dl） （日）

a 1043 ＋ − - 162

b 1451 − - 126 ◎

c 928 − - 126

d 1843 ＋w - 120

e − - 119

f 2069 ＋w + 114

g 1768 ＋ ＋w - 105

h 1662 ＋ − - 105

i 1662 ＋ ＋ - 100

j 1345 − − - 99

k 1240 ＋ − + 99

l 1187 ＋ − - 95

m 2145 ＋ − - 95

n 1081 − ＋w - 95

o 1843 ＋ ＋w + 91

p 1187 ＋ − - 72 ◎

q 1715 ＋ ＋ - 62

r 1843 − − + 55

s 1715 ＋ 48

平均値 抗体（＋） 抗体（＋） PCR(+) 平均値

1540 10頭/13頭 8頭/19頭 4頭/18頭 99.4日

中央値 76.9% 42.1% 22.2% 中央値

1662 99日

表3.A牧場の出生後、ワクチン投与時の日齢とLI抗体保有、PCR検査の結果

（＋W:弱陽性）

馬

初乳摂取時

抗体価

ワクチン投与前

抗体価 PCR 発症
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過去 5 年間の馬の流産の発生状況 

 

武智 茉里  

（北海道日高家畜保健衛生所） 

 

 

はじめに 

 馬の流産は、生産牧場に大きな経済的損失をもたらす。発生後の対策や継続発生

を予防するためには、原因特定が重要である。当所では年間約 200 件の流産原因検

索を実施するとともに、その結果を分析している[1,2]。今回、過去５年間の馬の流

産の発生状況について検討を行った。 

 

Ⅰ 流産の病性鑑定の流れ 

 日高管内では、馬鼻肺炎による流産が毎年発生しており、大きな損失をもたらして

いる。地域のまん延防止を図るため、各町の家畜自衛防疫組合、畜産・軽種馬関係機

関、獣医師団体が構成する日高家畜衛生防疫推進協議会が「馬鼻肺炎ウイルス流産防

疫要領」を定め、対策を講じている。 

流産発生時には、担当獣医師の指導に従い、病性鑑定を受けることを定め、診断に

要する検査手数料は日高軽種馬農業協同組合が助成している。 

 病性鑑定では、剖検後、馬鼻肺炎の検査として馬ヘルペスウイルス 1 型（EHV-1）

の遺伝子検査（LAMP 法）及び細菌培養を実施し、必要に応じて真菌培養、病理組織

検査等を実施している。 

 

Ⅱ 調査方法 

１ 調査対象 

病性鑑定のため平成 26 年度から 30 年度に当所に搬入された馬の流産胎子 985

検体を調査対象とした。 

 

２ 集計及び過去の調査との比較 

 集計は当所の過去の調査[2]と同様に実施した。原因の判明した検体について

は、原因を感染性流産と非感染性流産に分類、感染性流産は、ウイルス性、細菌

性、真菌性に分類し、過去の調査[2]と比較した。非感染性流産は、臍帯の捻転に

よる循環障害（循環障害）、多胎、奇形、その他に細分化した。 

  

 

Ⅲ 成績 

１ 流産の原因別内訳 

（１）全体の結果 

   感染性流産は 19.4% (191 検

体)、非感染性流産は 33.6% 

(331 検体)、原因不明は 47.0% 

(463 検体)であり、全体の

53.0%で流産原因が特定された

（図１）。 

 

 

 

 

 図１ 全体の結果 
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（２）感染性流産の内訳 

感染性流産の内訳は、ウイルス性 61.8% (118 検体)、細菌性 30.9% (59 検

体)、真菌性 7.3% (14 検体)であった（図２）。 

 

（３）非感染性流産の内訳 

非感染流産の内訳は、循環障害 90.9% (301 検体)、多胎 5.1% (17 検体)、奇

形 3.0% (10 検体)、その他 0.9% (3 検体)であった（図３）。 

 

 

 

２ 感染性流産の詳細 

（１）ウイルス性 

   ウイルス性の原因は、全て EHV-1 による馬鼻肺炎であった。 

また、流産馬の血清 191 検体について、生産地疾病等調査研究の事業として

馬ウイルス性動脈炎ウイルスの抗体検査を実施し、全検体で陰性を確認した。 

 

（２）細菌性 

細菌性の原因は、Streptococcus equi subsp. zooepidemicus

（S.zooepidemicus）が最も多く、次いで Escherichia coli (大腸菌)、

Mycobacterium 属菌であった（図４）。 

また、馬パラチフスによる流産の発生はみられなかった。 

 

（３）真菌性 

   真菌性の原因は、アスペルギルス属菌、接合菌が多かった（図５）。 

 

 

図２ 感染性流産の内訳 図３ 非感染性流産の内訳 
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３ 過去の調査との比較 

  今回の調査では、全体に占める感

染性流産の割合が過去の調査 17.8%

から 19.4%に増加していた。その中

でもウイルス性の割合が 9.5％から

12％と増加していた。一方で、細菌

性は 7.2%から 6.0%、真菌性は 1.1%

から 1.4%に推移した（図６）。 

なお、過去の調査においても、ウ

イルス性の原因は全て EHV-1 による

馬鼻肺炎であった。 

 

 

 

 

 

図４ 細菌性の原因菌 

図５ 真菌性の原因菌 

図６ 過去の調査との比較 

（検体数） 

（検体数） 

図４ 細菌性の原因菌
（検体数）
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Ⅳ 考察 

１ ウイルス性流産：馬鼻肺炎 

馬鼻肺炎による流産は、過去の調査よりも感染性流産に占める割合が増加して

いた。その要因として、継続発生の増加が挙げられる。特に平成 26 から 29 年の

シーズンは、継続発生戸数・頭数が多く（図 7、8）、発生牧場の妊娠馬のほとん

どが流産するという事例もみられ、当所ではその要因の調査を行い、対策を検討

した[3]。妊娠後期には妊娠馬の観察を徹底し早期に流産を発見すること、毎日の

消毒を徹底しウイルスのまん延を防止すること、流産発生時は馬鼻肺炎の発生を

前提とした対応を行うことが重要であると考えられたことから、流産時の対応に

ついて牧場内でのルール作りを推進するために、「流産発生時の対応マニュアル」

を作成し、啓発を行っている。 

平成 30 年シーズンからは、継続発生の戸数・頭数共に減少しており、平成 31 年 

シーズンでは、継続発生は１戸のみであった。 

また、予防対策のひとつであるワクチン接種については、平成 28 年 11 月以降、

生ワクチンに流産予防に対する効能が追加され、平成 30 年シーズンから繁殖馬へ

の生ワクチン接種が助成の対象となり、接種頭数が増加した。そこで、馬鼻肺炎発

生牧場における初発生時のワクチン接種状況を調査したところ、生ワクチン接種

牧場では、継続発生はみられなかった（図９）。今後も継続した調査を関係団体等

と連携、協力して行っていく。 
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図７ 馬鼻肺炎の発生状況（シーズン集計） 

図８ 継続発生戸数・頭数の推移 

図９ 初発生時のワクチン接種別の 

単発及び継続発生戸数（割合） 

（H22～31 年シーズン） 

単発 継続

生ﾜｸﾁﾝ
18

（100%）
0

（0%）

不活化ﾜｸﾁﾝ
63

（62.4%）
38

（37.6%）

未接種
35

（73.0%）
13

（27.0%）
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２ 細菌及び真菌性流産 

  今回の調査では、S.zooepidemicus、大腸菌、Mycobacterium 属菌が多く検出さ

れた。 

S.zooepidemicus や大腸菌は過去の調査においても細菌性流産で多く分離され

ており、海外の報告[4]においても同様の傾向がみられている。 

Mycobacterium 属菌による馬の流産については、報告は少ないが[5,6,7,8,9]、

平成 29、30 年度に管内で初めて発生した。滲出物を伴う胎盤炎、病理組織検査で

胎子に肉芽腫形成がみられることが特徴であった。 

真菌においては、アスペルギルス属菌や接合菌が多くを占めており、過去の調査    

と同様の結果であった。 

細菌は主に子宮頚管から上行性に感染するため、子宮頚管に相接する胎盤（破膜 

部）に炎症がみられることが多く、胎盤から胎子に感染が波及した敗血症死や胎盤

炎に基づく胎盤機能障害によって流産が起こる。また、真菌も上行性に胎盤炎を起

こすことが知られている [10]。 

今回の調査においても、細菌性及び真菌性流産では、多くの症例で胎盤炎を呈し

ており、S.zooepidemicus や大腸菌等による細菌性胎盤炎では、病変が破膜部に限

局していた。真菌性胎盤炎は、細菌胎盤炎に比べ病変が広範囲で肥厚が強い傾向が

みられた。Mycobacterium 属菌による胎盤炎では、病変はより広範囲にわたり滲出

物が顕著であった（図 10）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 

3 4 

図 10 胎盤炎の肉眼像 

1 S.zooepidemicus による胎盤炎 

2 アスペルギルス属菌による胎盤炎 

3 Mycobacterium 属菌による胎盤炎 
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３ 非感染性流産 

 今回の調査では、臍帯捻転による循環障害（図 11）が多くを占めており、過去の

調査においても非感染性流産の主要な原因であった。 

 臍帯の捻転を招く誘因として臍帯が長いこと（過長臍帯）が重要視されており[10]、

臍帯長と臍帯捻転の関連性について、発生群と非発生群について臍帯長の評価を実

施した。発生群（267 検体）と非発生群（465 検体）の臍帯長の平均値（中央値）は、

84.3cm（82.0cm）、67.6cm（65.0cm）であり、マン・ホイットニーの U 検定を用いて

臍帯長を評価した結果、臍帯捻転発生群は非発生群に比べて有意に臍帯長が長いと

評価された（p<0.05）（図 12）。 

 

  

Ⅴ まとめ 

今回の調査では、53.0％で流産原因が特定された。過去の調査では 43.0％であり、

原因が特定された割合は増加した。また、管内の流産原因では、依然として馬鼻肺炎

が多くの割合を占めており、対策が重要であることが再認識された。 

流産時には、馬鼻肺炎を想定し、以下のような対応が重要である。 

・胎子は消毒後、ビニール袋などで梱包し、速やかに病性鑑定を受検する 

・流産馬は、馬体を消毒し、隔離する 

・羊水等で汚染された器具、衣類、場所を消毒する 

・発生馬房の寝ワラは、消毒後、堆肥化または焼却処分する 

 

 今後も関係機関・団体等と連携し、継続的に流産原因調査を行い、感染性流産の発

生予防及びまん延防止を推進していく。 
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図 11 臍帯捻転による流産胎子 図 12 循環障害非発生群及び発生

群の臍帯長（cm） 
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図 12 循環障害非発生群及び発生

82 
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JRA トレーニング・センターへの馬鼻肺炎生ワクチン導入の効果 

 

〇坂内 天 1、辻村行司 1、根本 学 1、太田 稔 1、山中隆史 2 

（1 JRA 総研、2 JRA 馬事部防疫課） 

 

【背景と目的】 

ウマヘルペスウイルス 1 型（EHV-1）感染によって起きる呼吸器型の馬鼻肺炎は、長きに

わたり JRA 栗東および美浦トレセンの競走馬における冬期の発熱の主要な原因であった。

1994-1995 年の流行期から 3 歳馬の一部を対象とした馬鼻肺炎不活化ワクチン（日生研）の

接種を開始したが、効果は限定的であった。そこで 2009-2010 年から同ワクチンの 3 歳馬全

頭接種に切り替えたところ、集団免疫効果によって罹患馬の頭数が大きく減少した（坂内ら、

第 42 回本シンポジウム）。その後 2014-2015 年からは生ワクチン（エクエヌテクト ERP、日

生研）が導入された。生ワクチンは、感染実験において発熱や鼻汁排出の抑制といった臨床

症状の低減効果が認められているものの、野外における流行抑制効果については検証され

ていない。本研究ではトレセンへの生ワクチン導入の効果を検証するため、JRA 栗東トレセ

ンにおいて、ワクチン切替え前後の流行期について馬鼻肺炎の疫学調査を行うとともに、ワ

クチン接種馬における抗体応答調査を行った。 

 

【材料と方法】 

調査期間 

疫学調査は、不活化ワクチンを使用した 2010-2011 年から 2013-2014 年までの 4 期、およ

び生ワクチンを使用した 2014-2015 年から 2016-2017 年までの 3 期を対象として行った。ワ

クチン接種馬の抗体応答調査は、不活化ワクチンを使用した 2013-2014 年、および生ワクチ

ンを使用した 2014-2015 年に行った。 

トレセンのワクチン接種体制と接種率 

2010-2011 年～2013-2014 年は、12 月から翌年 4 月までの期間、トレセンに在厩する 3 歳

馬に対して不活化ワクチンを約 1 か月間隔で最大 3 回接種した。2014-2015 年以降は同様に

3 歳馬に対して生ワクチンを約 1 か月間隔で最大 2 回接種した。ワクチン接種率は、各流行

期の 1 月 1 日時点でトレセンに在厩する全年齢層の馬について、1 回以上のワクチン接種歴

がある馬の割合として求めた。 

トレセンの冬期発熱馬における馬鼻肺炎疫学調査 

各流行期の 12 月から翌年 4 月までに 38.5℃以上の発熱を呈した馬のうち、初診時と回復

期（21～35 日後）にペア血清が採取できたものについて、馬鼻肺炎の血清学的検査を行っ

た。EHV-1 抗原を用いた補体結合（CF）反応は、EHV-1 と EHV-4 の感染抗体およびワクチ

ン抗体を検出する。ELISA 法は EHV-1 と EHV-4 の感染抗体を識別し、ワクチン抗体は検出

しない。ペア血清間で CF 抗体価に 4 倍以上の上昇を認めたものについて ELISA を行い、

EHV-1-ELISA 抗体価または EHV-4-ELISA 抗体価に 4 倍以上の上昇を認めたものを馬鼻肺炎

罹患馬とした。また、これらの ELISA 抗体価に上昇を認めない場合であっても、ワクチン

接種に起因しない CF 抗体価の上昇を認めたものは、ウイルス型別が不明ではあるが罹患馬

に含めた。各流行期の馬鼻肺炎罹患馬の推定頭数は、上記の検査馬頭数に占める罹患馬頭数
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の割合を、未検査馬を含めた発熱馬頭数に乗じて求め、95%信頼区間（CI）と共に表記した。 

冬期のトレセン滞在馬における EHV-1 感染率 

 各流行期の 11 月から翌年 5 月までトレセンに継続して滞在した 3 歳馬を無作為に抽出し

た（最大 50 頭）。11 月と 5 月に採取されたペア血清について、EHV-1-ELISA 抗体価を測定

し、4 倍以上の抗体価上昇を認めた個体の割合を求めた。 

ワクチン接種を受けた 3 歳馬の中和抗体応答 

2013-2014 年に不活化ワクチンを接種された 3 歳馬、および 2014-2015 年に生ワクチンを

接種された 3 歳馬から 1 か月ごとに経過血清を採取した。上記の ELISA 法により EHV-1 ま

たは EHV-4 の自然感染を受けなかったことが確認された馬から 50 頭を無作為に選び、EHV-

1 中和抗体価を測定して幾何平均（GM）値を求めた。また、1 回目のワクチン接種を行った

12 月時点と比べて 1 月～3 月のいずれかの時点で 4 倍以上の抗体価上昇が見られた馬の頭

数を求めた。 

各流行期前の 4 歳馬が保有する中和抗体価の測定 

各流行期前の11月に4歳馬から採取された血清について、EHV-1中和抗体価を測定した。

対象馬は前の流行期（3 歳当時）に規定通りに不活化または生ワクチン接種を受けており、

11 月から翌年 5 月までの期間のうち 180 日間以上トレセンに滞在したことが確認されたも

のに限定し、無作為に 100 頭を抽出した。 

 

【結果】 

ワクチン接種率の推移 

 トレセンの全年齢層におけるワクチン接種率は、不活化ワクチンを使用していた時期に

段階的に上昇し、2010-2011 年には 85.3%であったが 2013-2014 年には 95.6%に達した（図

1）。生ワクチンに切り替わった 2014-2015 年以降接種率はピークに達し、97.1%～97.5%の高

値を維持した（図 1）。 

 
図 1 栗東トレセン在厩馬および馬鼻肺炎ワクチン接種馬の頭数（各年 1 月 1 日時点） 
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トレセンの冬期発熱馬頭数および馬鼻肺炎罹患馬の推定頭数 

各流行期について 12 月～翌年 4 月の月間発熱馬頭数を図 2 に示す。不活化ワクチンを接

種していた 4 期の間で、月間発熱馬頭数が 30 頭を超えた月は 2010-2011 年の 12 月（44 頭）、

2011-2012 年の 12 月（32 頭）、2 月（33 頭）、3 月（38 頭）、2012-2013 年の 3 月（37 頭）、

2013-2014 年の 3 月（39 頭）であった（図 2A～2D）。一方、生ワクチン導入後の 3 期につい

ては、月間発熱馬頭数はすべて 30 頭以下であった（図 2E～2G）。ペア血清を用いた抗体検

査の結果 EHV-1 または EHV-4 感染と判定された馬、すなわち馬鼻肺炎に罹患した馬の頭数

は、2011-2012 年の 2 月と 3 月にそれぞれ 10 頭と 6 頭、2013-2014 年 3 月に 9 頭であり、そ

の他の月と比べて多かった（図 2B、2D）。 

 
図 2 栗東トレセンにおける冬期の月間発熱馬頭数および馬鼻肺炎抗体検査の結果 
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各流行期の馬鼻肺炎罹患馬の推定頭数を図 3 に示す。不活化ワクチンを接種していた期

間のうち、2011-2012 年と 2013-2014 年の罹患馬の推定頭数はそれぞれ 29 頭（95%CI: 21-37）

および 37 頭（95%CI: 27-47）であり、他の 2 期（7 頭[95%CI: 2-12]および 14 頭[95%CI: 7-

21]）と比べて顕著に多かった（図 3）。一方、生ワクチン導入後の 3 期については罹患馬推

定頭数の変動は少なく、11 頭（95%CI: 1-21）～16 頭（95%CI: 9-23）の範囲だった（図 3）。 

 
図 3 栗東トレセンにおける馬鼻肺炎罹患馬の推定頭数 

 

冬期のトレセン滞在馬における EHV-1 感染率 

11 月から翌年 5 月まで栗東トレセンに滞在した 3 歳馬における EHV-1 感染率を図 4 に示

す。不活化ワクチンを接種していた期間のうち、2011-2012 年と 2013-2014 年の EHV-1 感染

率は 66.0%と 52.0%であり、他の 2 期（12.0%～24.0%）と比べて有意に高かった（P < 0.05）。

一方、生ワクチン導入後の 3 期については感染率の変動は少なく、25.0%～28.6%の範囲だ

った（図 4）。 

 
図 4 栗東トレセン冬期滞在馬における EHV-1 感染率 
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ワクチン接種を受けた 3 歳馬の中和抗体応答 

ワクチン接種馬の中和抗体価 GM 値を図 5A に示す。不活化ワクチン接種馬では、1 回目

の接種後に中和抗体価 GM 値は 42 から 83 へと有意に上昇した（P < 0.05）が、2 回目と 3

回目の接種後（2 月と 3 月）には抗体価の顕著な上昇は認められず、3 月時点の GM 値は 91

だった（図 5A）。一方、生ワクチン接種馬の中和抗体応答は不活化ワクチン接種馬より有意

に高く、抗体価 GM 値は接種前の 30 から 205 へと上昇した（P < 0.05）（図 5）。2 回目の接

種後（2 月）には顕著な上昇を認めず、その後 3 月時点の抗体価 GM 値は 162 まで低下した

が、それでもなお不活化ワクチン接種馬より有意に高い値を維持していた（P < 0.05）（図

5A）。ワクチン接種後1月～3月のいずれかの時点で4倍以上の抗体価上昇を認めた頭数は、

生ワクチン接種馬では 50 頭中 45 頭（90%）で、不活化ワクチン接種馬の 50 頭中 21 頭（42%）

と比べて有意に多かった（P < 0.05）（図 5B）。特に 12 月時点で 80 以上の高い抗体価を有す

る個体においても、生ワクチン接種後にはその半数以上で抗体応答が認められた（図 5B）。 

 

 
図 5 ワクチン接種馬の EHV-1 中和抗体価 GM 値と 4 倍以上の抗体価上昇を認めた頭数 

A 

B 
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流行期前の 4 歳馬が保有する中和抗体価 

前年に不活化ワクチン接種を受けた 2011 年から 2014 年の 4 歳馬は、各年流行期前の 11

月時点で 139～164 の中和抗体価 GM 値を保有していた。一方、生ワクチン接種を受けた

2015 年から 2017 年の 4 歳馬における抗体価 GM 値は 205～246 の範囲であり、不活化ワク

チン接種を受けた世代と比べて有意に高かった（P < 0.05）（図 6）。 

 

図 6 流行期前の 11 月時点で 4 歳馬が保有する EHV-1 中和抗体価 GM 値 

 

【考察】 

過去に報告したように、3 歳馬に対する不活化ワクチン全頭接種が開始された 2009-2010

年以降、トレセンの全年齢におけるワクチン接種率が段階的に上昇し、馬鼻肺炎の流行は 2

期目の 2010-2011 年から大きく抑制された（坂内ら、第 42 回本シンポジウム）。しかし本研

究において月間発熱馬頭数、罹患馬の推定頭数、感染率のデータが示すように、不活化ワク

チン接種をしていた期間のうち、2011-2012 年と 2013-2014 年には明らかに EHV-1 の流行が

あったと考えられた。一方、生ワクチン導入後は 3 年連続して EHV-1 の流行が認められず、

不顕性感染を含む滞在馬の感染率も継続して低かったことから、これまでより安定的に流

行が抑えられたと考えられた。 

生ワクチン導入後のワクチン接種率は、不活化ワクチンの時からさらに上昇して、97%台

のプラトーに達した。このような高い接種率が達成されたことで、集団免疫がさらに強化さ

れて流行抑制につながったものと考えられる。 

3 歳馬での抗体応答調査の結果、生ワクチンは不活化ワクチンよりも中和抗体誘導能が高

く、生ワクチン接種馬のうち 9 割の個体で有意な抗体応答が見られた。従って、4 割程度の

個体にしか抗体応答が見られなかった不活化ワクチンに代えて、生ワクチンを導入したこ

とは感染防御に有益であったと考えられる。そしてワクチンを接種された 3 歳世代の抗体

価は翌年の 4 歳世代の抗体価にも反映されており、生ワクチン導入後の世代は不活化ワク

チンを受けた世代と比べて 4 歳秋の時点で高い抗体価を保有していた。馬鼻肺炎罹患馬の

大部分は 3 歳馬ではあるが、過去の研究から流行には 4 歳以上の世代も関与することが示
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されている。また、流行の初端が過去に感染を受けた馬の持つ潜伏感染ウイルスの再活性化

であることを考えると、生ワクチンの導入で 4 歳以上の馬の抗体価が上昇したことは、流行

を抑制する一因になったと考えられる。 

 

【結論】 

JRA トレセンでの馬鼻肺炎の流行は、生ワクチンの導入によってこれまでより安定的に

抑制できていると考えられる。 
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